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南砺市 地域防災計画見直し（案） 資料の構成について 

 下表の現行の総則・編の構成から、修正案の総則・編の構成に変更いたします。 

 資料は、修正案の右側の資料番号により構成しております。 

修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

計画の構成

■南砺市地域防災計画の構成

計画の構成 

■南砺市地域防災計画の構成

※第 6 編の事故災害編は、各章（事故の種別）ごとに予防対策、応急対策、

復旧対策を掲載している。

資料１

資料２

資料３

資料５

資料４

資料６

修正案計画構成の編・章で、以下により資料を調整しています。

資料１：第１編 総則                 Ｐ１～４２（修正）

資料２：第５編 震災編   第１章 災害予防対策 Ｐ １～ ５０（ 〃 ）

資料３： 〃   〃    第２章 災害応急対策 Ｐ５１～１４４（ 〃 ）

資料４：第２編 風水害編  第３章 災害復旧対策 Ｐ １～ １９（ 〃 ）

    第３編 雪害編   第３章 災害復旧対策 Ｐ２０～ ２２（ 〃 ）

    第４編 火災編   第３章 災害復旧対策 Ｐ２３～ ２９（ 〃 ）

※現行の「災害復旧対策（各編共通）」は削除し、主に修正案 第２編 風水害編

 第３章 災害復旧対対策に移行します。

資料５：第５編 事故対策編 第４章 原子力災害対策 Ｐ１～ ６２（新設）

 ※新設のため、県地域防災計画、市町村地域防災計画作成マニュアルと比較

資料６：第３編 雪害編   第２章 災害応急対策 Ｐ １～  ２（修正）
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南砺市地域防災計画 見直し案≪新旧対照表≫ 

第１編  総   則  （第 1節～第 3節） 

修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

・第１章のタイトルを削除

（※第１編には第１章しか無いの

で、「第 1章」を削除）

・前文修正（※総則に掲載する

内容を記述）

・計画の体系図を追加

・第５節を第４節に変更

・第４節の第１～第３を第

５節に組替

・県計画を踏まえ、第６節

を追加

・第 4節の第 4～第５を第
７節に組替

・第６節をタイトル及び内

容を修正して第８節に

組替

第１章 総則

ここでは、まず「計画の目的」及び「防災の基本方策」について明らかにし、次に、「防災

関係機関等の責務」として、県、市町村、防災関係機関等がそれぞれ果たすべき責務を示す。

さらに、市の地形・気象の概況や社会環境の変化、市内における過去の主な災害を示し、市

の概況や過去の災害における教訓を再認識するとともに、災害対策に万全を期する。

（※タイトル削除）

ここでは、まず「計画の目的」及び「防災の基本方策」について明らかにし、次に、「防災関

係機関等の責務」として、市、県、防災関係機関等がそれぞれ果たすべき責務を示す。

さらに、市を取り巻く自然条件や社会環境の変化、災害履歴などを整理し、この計画の基礎

となる災害が発生した場合の被害想定の概要を示す。

【計画の体系】

地域防災計画の目的及び性格第１節

第２節 防 災 の 基 本 方 策

第３節 防 災 関 係 機 関 等 の 責 務

第５節 南砺市の自然条件・社会条件

第６節 社 会 構 造 の 変 化 へ の 対 応

第４節 災 害 対 策 本 部 の 組 織

基本方針

役割分担

災害想定

第１編

総 則

第７節 災 害 の 想 定

第８節 減 災 重 点 施 策取り組み

第１節 地域防災計画の目的及び性格

第１ 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づいて南砺
市防災会議が策定する計画であり、南砺市の地域にかかる災害対策に関して、指定地方行政

機関、指定公共機関等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮し、災害予防、災害応急

対策及び災害復旧を実施することにより、南砺市の地域、住民の生命、身体及び財産を災害

から保護することを目的とする。

第１節  地域防災計画の目的及び性格 

第１ 計画の目的 

（※同左）

資料 １
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■市、県及び国の防災会議並びに防災計画の体系

国

中央防災会議

防災基本計画

富山県

県防災会議

県地域防災計画

南砺市

市防災会議

市地域防災計画

■市、県及び国の防災会議並びに防災計画の体系

国

中央防災会議

防災基本計画

富山県

県防災会議

県地域防災計画

南砺市

市防災会議

市地域防災計画

・４を削除(※本計画は想定し
得る全ての災害を対象とし

ている)

第２ 計画の性格

１ この計画は、南砺市の地域に係る災害対策について定めるものとする。

２ この計画は、市、防災関係機関及び住民等が風水害、雪害、火災、震災及び事故災害対

策に取り組むための基本方針であり、総合的な災害対策を定めるものである。

３ この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づいて検討を加え、必要があると認め
るときは、修正する。

４ これら以外の災害については、本計画を準用し、対策にあたるものとする。

第２ 計画の性格 

１ この計画は、南砺市の地域に係る災害対策について定めるものである。

２ この計画は、市、防災関係機関及び住民等が風水害、雪害、火災、震災及び事故災害対

策に取り組むための基本方針であり、総合的な災害対策を定めるものである。

３ この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づいて検討を加え、必要があると認める
ときは、修正する。

[※4を削除]

・文言（災害の想定など）

追加

・文言（原子力発電所の事

故による災害）を追加

・予防対策、応急対策、復

旧対策の概要説明を追

加

第３ 計画の構成

この計画は、計画編と資料編から構成する。計画編の構成は次による。

１ 総則

この計画の基本方針、防災関係機関等の業務大綱及び役割分担、本市の特質など計画の

基本となる事項を示す。

２ 風水害編

暴風、豪雨、洪水等の風水害等についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

３ 雪害編

雪による災害についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

４ 火災編

大規模な火事災害、林野火災についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

５ 震災編

大規模地震による災害についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

６ 事故災害編

鉄道災害、道路災害、危険物等の大規模な事故による災害についての予防対策、応急対

策、復旧対策を示す。

第３ 計画の構成 

この計画は、計画編と資料編から構成する。計画編の構成は次による。

１ 総則

この計画の基本方針、防災関係機関等の業務大綱及び役割分担、本市の特質、災害の想

定など、計画の基本となる事項を示す。

２ 風水害編

暴風、豪雨、洪水等の風水害等についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

３ 雪害編

雪による災害についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

４ 火災編

大規模な火事災害、林野火災についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

５ 震災編

大規模地震による災害についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

６ 事故災害編

鉄道災害、道路災害、危険物等の大規模な事故による災害、原子力発電所の事故による

災害についての予防対策、応急対策、復旧対策を示す。

※１ 予防対策

災害発生に備えて、防災都市づくりや都市基盤等の安全性強化、防災活動体制や救

援・救護体制の整備を示すとともに、平常時からの教育、広報等による防災行動力の

向上を図る事項等を示す。

※２ 応急対策

災害発生直後の迅速、的確な初動活動体制に係る事項をはじめ、災害対策本部の設
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・計画の構成図を修正

■南砺市地域防災計画の構成

置・運営、防災関係機関による各種の災害応急対策及び災害救助法の適用等に係る対

策を示す。

※３ 復旧対策

民生安定のための緊急対策のほか、激甚災害の指定、速やかな災害復旧を図るため

の事項を示す。

■南砺市地域防災計画の構成

  第１章 災害予防対策

  第２章 災害応急対策

  第３章 災害復旧対策

  第１章 雪害予防対策

  第２章 雪害応急対策

  第３章 雪害復旧対策

  第１章 火災予防対策

  第２章 火災応急対策

  第３章 火災復旧対策

  第１章 震災予防対策

  第２章 震災応急対策

  第３章 震災復旧対策

  第１章 鉄道災害対策

  第２章 道路災害対策

  第３章 危険物等災害対策

  第４章 原子力災害対策

 第 4編  火災編

 第 5編  震災編

 第 6編  事故災害編

  資料編

  南砺市地域防災計画  第 1編  総則

 第 2編  風水害編

 第 3編  雪害編

※第 6編の事故災害編は、各章（事故の種別）ごとに予防対策、応急対策、復旧対

策を掲載している。

・節の構成図を追加 

第２節 防災の基本方策 第２節 防災の基本方策 

【第 2節の構成】
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・県計画に合わせ、国の防災

基本計画で新たに示され

た「減災」の考え方を取り

込んで文章を修正 

・合わせて市現行計画第 6

節の防災対策の基本目標

の内容を文章に反映 

第１ 防災に対する考え方

防災は、集中豪雨や豪雪等の災害が発生しやすい自然条件と、いつどこで発生するか予測

できない地震の発生に加え、人口の密集度や高齢化率、土地利用に大きな幅のある山間地か

ら都市化した地域にいたる社会条件を兼ね備えた本市において、市域並びに住民の生命、身

体及び財産を様々な災害から保護する、地方行政上最も重要な施策の一つである。

第２ 防災の各段階における基本方策 １ 計画的で周到な災害予防対策

２ 迅速で円滑な災害応急対策

防 災 に つ い て の 考 え 方第１

第３ 各 種 計 画 等 の 作 成

３ 速やかな災害復旧対策

第１ 防災についての考え方 

防災とは、山間地から都市化した地域まで多様な土地利用を展開し、様々な災害の発生の

危険性を常に抱えている本市において、市域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保

護するものであり、行政上最も重要な施策の一つである。

阪神・淡路大震災（平成 7年 1月）、新潟中越地震（平成 19年 7月）、東日本大震災（平成
23年 3月）などの地震災害、平成 16年７月の集中豪雨、平成 20年７月の局地的集中豪雨等、
多くの災害教訓に見られるように、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとして

も人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な

対策を組み合わせて災害に備えなければならない。

・県計画に合わせ、タイト

ルを修正

・市現行計画第 6節の防災対

策の基本目標の内容及び

県計画の内容を反映し、

文章を修正

・内容に合わせ、タイトル変

更

  但し（１）、（２）、（３）の

の見出しは、現行計画の

「第 6 節 防災対策の３つ

の基本目標」の見出しを反

映 

（※今回追加した「第 8 節 

減災重点施策」における３

つの基本目標のタイトル

と整合） 

第２ 防災計画の各段階における基本方策

防災には、災害予防、災害応急対応、災害復旧・復興の各段階があり、それぞれにおいて、

国、公共機関、県、市、事業所及び住民が一致協力し、それぞれの持つ能力をあげて災害対

策をとることが必要であり、結果として被害の軽減につながる。災害対策についての各段階

における基本方策は、次のとおりである。

１ 災害予防対策における基本方策

（１）施設の整備

災害に強い市域を実現するため、公共土木施設等の整備、防災ブロックの形成、防災空

間の整備拡大等により防災コミュニティづくりを推進するとともに、ライフライン施設・

廃棄物処理施設の安全性強化により生活基盤の安全性を強化する。

（２）体制の整備

防災の体制づくりを確立するため、防災拠点施設・通信連絡体制・緊急輸送ネットワー

ク、相互応援体制等の整備により防災活動体制を拡充するとともに、地域における消防団

第２ 防災の各段階における基本方策 

防災には、災害予防、災害応急対応、災害復旧・復興の各段階があり、それぞれにおいて、

国、公共機関、県、市、事業所及び住民が一致協力し、総力をあげて災害対策をとることが

重要であり、また本市の地域特性や県全体における広域的な位置づけなどを考慮した的確な

対応策を講じることが基本である。その結果として被害の軽減につながる。特に、いつでも

どこでも起こり得る災害による人的被害、経済被害を軽減するための備えをより一層充実す

る必要があり、その実践を促進する市民運動の展開が必要である。

災害対策についての各段階における基本方策は、次のとおりである。

１ 計画的で周到な災害予防対策 

（１）災害に強いまちづくり

災害に強いまちづくりを実現するため、防災ブロックの形成、防災空間の整備拡大、建

築物の耐震不燃化の促進、市街地の再開発等による防災都市づくりを推進するとともに、

公共土木施設等の耐震性強化、ライフライン施設・廃棄物処理施設・危険物施設の安全性

強化、地盤の液状化対策等の推進により都市基盤の安全性を確保する。

（２）災害に強い体制づくり

防災の体制づくりを確立するため、防災拠点施設、緊急輸送ネットワーク等の整備や通

信連絡体制、相互応援体制の整備等により防災活動体制を強化するとともに、地域におけ
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・内容に合わせ、タイトル

変更

・県計画に合わせ、被害の拡

大防止を追加

及び自主防災組織の連携体制の強化、医療救護体制の整備、避難場所・生活救援物資等の

確保、防災ボランティア活動の支援等による救援・救護体制・地域総合防災体制を整備す

る。

（３）住民の防災意識向上

日常から災害に備えるため、住民の防災意識の高揚に努め、自主防災組織を育成強化す

る。災害発生の際、状況に対して即応するために防災訓練を充実し、災害時要援護者への

援護体制を整備することにより防災行動力を向上させるとともに、災害対策の調査研究を

推進する。

（４）災害未然防止活動の実施

気象予警報、火災警報等の情報を迅速、的確に伝達するとともに、住民への周知徹底を

図る。特に土砂災害等の災害危険区域において、災害が発生するおそれがある場合は、住

民への周知徹底を図るとともに、速やかに避難準備情報・避難勧告・指示を発する等の災

害未然防止活動を実施する。

２ 災害応急対策における基本方策

（１）迅速な応急活動の実施

発災直後又は災害が発生するおそれがある場合、迅速、的確な初動体制をとるために、

災害に対応した非常配備体制、応急活動対策を早急にとるとともに、発災直後の被害規模

及び被害拡大の危険性の早期把握や被害に関する情報の収集・伝達を行う。また、大規模

な被災の場合は、速やかに災害救助法の適用をはたらきかけるとともに、広域応援を要請

する。

特に広域な市域の防災体制を整備するには、被災直後の消防団と自主防災組織、消防団

協力事業所等の連携した応急活動が重要である。消防団の装備の充実や安全確保対策、自

主防災組織の体制強化、資機材整備等を推進し、迅速な減災活動ができる地域総合防災体

制を推進する。

（２）人命優先の救助活動

人命救助を最優先した緊急救援・救護を実現するために、被災者に対する救助・救急活

動を速やかに実施するとともに、負傷者に対して迅速な医療救護活動を行う。また、同時

多発的な火災に対して、住民、自主防災組織、事業所、消防機関が一致協力して消火活動

を行うとともに、大規模災害時には、消防庁に対し緊急消防援助隊等の応援を要請する。

（３）被災者救援活動の実施

被災者の救援のために、安全な避難場所への誘導、避難所の適切な運営管理等の避難収

容活動を行うとともに、円滑な救助・救急活動や消火活動を支え、また被災者に緊急物資

を供給するための交通規制・輸送対策を実施する。さらに、被災者の生活維持に必要な飲

料水・食料・生活必需品等の供給、廃棄物処理・防疫・食品衛生対策、社会秩序維持のた

めの警備活動、遺体の捜索等、各種の被災者救援活動を行う。

る消防団及び自主防災組織の連携体制の強化、医療救護体制の整備、避難場所・生活救援

物資等の確保、防災ボランティア活動の支援等による救援・救護体制を整備する。

（３）災害に強い人づくり

日常から災害に備えるため、住民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成強化、防災訓

練の充実、災害時要援護者への支援等により防災行動力の向上を図る。また災害対策の調

査研究を推進する。

（４）災害未然防止活動の実施

気象予警報、火災警報等の情報を迅速、的確に伝達するとともに、住民への周知徹底を

図る。特に土砂災害等の災害危険区域において、災害が発生するおそれがある場合は、住

民への周知徹底を図るとともに、速やかに避難準備情報・避難勧告・指示を発する等の災

害未然防止活動を実施する。

２ 迅速で円滑な災害応急対策 

（１）迅速な応急活動の実施

発災直後又は災害が発生するおそれがある場合、迅速、的確な初動態勢をとるために、

災害に対応した非常配備体制を早急にとるとともに、発災直後の被害規模及び被害拡大の

危険性の早期把握、被害に関する情報の迅速な収集・伝達を行う。また、大規模な被災の

場合は、速やかに災害救助法の適用をはたらきかけるとともに、広域応援を要請する。

特に広範な市域の防災体制を整備するには、被災直後の消防団と自主防災組織、消防団

協力事業所等の連携した応急活動が重要である。消防団の装備の充実や安全確保対策、自

主防災組織の体制強化、資機材整備等を推進し、迅速な減災活動ができる地域総合防災体

制を推進する。

（２）人命優先の救助活動

人命救助を最優先した緊急救援・救護を実現するために、被災者に対する救助・救急活

動を速やかに実施するとともに、負傷者に対して迅速な医療救護活動を行う。また、同時

多発的な火災に対して、住民、自主防災組織、事業所、消防機関が一致協力して消火活動

を行うとともに、大規模災害時には、消防庁に対し緊急消防援助隊等の応援を要請する。

（３）被災者救援活動の実施

被災者の救援のために、安全な避難場所への誘導、避難所の適切な運営管理等の避難収

容活動を行うとともに、円滑な救助・救急活動や消火活動を支え、また被災者に緊急物資

を供給するための交通規制・輸送対策を実施する。さらに、被災者の生活維持に必要な飲

料水・食料・生活必需品等の供給、廃棄物処理・防疫・食品衛生対策、社会秩序維持のた

めの警備活動、遺体の捜索等、各種の被災者救援活動を行う。

（４）被害の拡大防止
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・内容に合わせ、タイトル

変更

（４）生活基盤の復旧

社会諸機能の応急復旧活動として、電力・ガス・上下水道・通信の各ライフライン施設

や公共土木施設・社会公共施設等の応急復旧対策を速やかに実施するとともに、自宅が被

災した避難者救援のための応急住宅対策を推進する。また、応急教育、応急金融対策を講

ずるとともに応急復旧活動のための労働力を確保する。

（５）その他災害への対応

道路及び危険物等施設における大規模な事故災害時についても、自然災害の場合と同様

に、防災関係機関は速やかに初動態勢をとり災害応急対策を実施する。

３ 災害復旧・復興対策における基本方策

（１）被災者の生活確保

民生安定のための緊急対策として、生活相談、義援金・救援物資の取扱い、資金援助、

雇用確保など、自立的生活再建を支援することにより被災者の生活確保に努める。

（２）中小企業者等への対応

被災した中小企業者・農林漁業者への融資による支援、税の徴収猶予や減免等の措置を

講じ生活基盤の再建を促進する。

（３）激甚災害の指定

被災地域の迅速な復旧を進めるため、激甚災害指定を促進するとともに、災害復旧計画

の策定、大規模災害時の指導・助言制度の活用による公共土木施設の災害復旧を図る。

市及び防災関係機関は、相互に連携をとりつつ、こうした災害対策の基本事項を積極的

に推進するとともに、防災関係機関の間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共

有できるように必要な措置を講ずる。

災害の発生直後において、二次災害等の危険性を見極め、被害拡大を防止するため、危

険物大量貯蔵所等における危険物・毒物等の防災対策や水防対策・土砂対策等の応急措置

を実施する。

（５）生活基盤の復旧

社会諸機能の応急復旧活動として、電力・ガス・上下水道・通信の各ライフライン施設

や公共土木施設・社会公共施設等の応急復旧対策を速やかに実施するとともに、自宅が被

災した避難者救援のための応急住宅対策を推進する。また、応急教育、応急金融対策を講

ずるとともに応急復旧活動のための労働力を確保する。

（６）その他災害への対応

道路及び危険物等施設における大規模な事故災害時についても、自然災害の場合と同様

に、防災関係機関は速やかに初動態勢をとり災害応急対策を実施する。

３  速やかな災害復旧対策 

（１）被災者の生活確保

民生安定のための緊急対策として、生活相談、義援金・救援物資の取扱い、資金援助、

雇用確保など、自立的生活再建を支援することにより被災者の生活確保に努める。

（２）中小企業者等への対応

被災した中小企業者・農林漁業者への融資による支援、税の徴収猶予や減免等の措置を

講じ生活基盤の再建を促進する。

（３）激甚災害の指定

被災地域の迅速な復旧を進めるため、激甚災害指定を促進するとともに、災害復旧計画

の策定、大規模災害時の指導・助言制度の活用による公共土木施設の災害復旧を図る。

市及び防災関係機関は、相互に連携をとりつつ、こうした災害対策の基本事項を積極的

に推進するとともに、防災関係機関の間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共

有できるように必要な措置を講ずる。

・県計画に合わせ、項目（各

種計画等の作成）を追加

第３  各種計画等の作成 

市及びその他防災関係機関は、各機関における防災計画を効果的に推進するため、他部局・

機関との連携を図りつつ、次の対策を実行する。

（１）各機関の防災計画に基づく行動要領（マニュアル＝実践的応急活動要領）の作成と、防

災訓練を通じての職員への周知徹底

（２）防災に関する各種計画、マニュアル等の定期的及び適宜の点検

（３）道路交通網や情報伝達網が途絶する事態を想定した職員の初動マニュアルの策定や訓練

（４）他の計画（県及び市町村の開発計画、財政計画等）について、防災の観点からの各種施

策への反映
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・節の構成図を追加

・内容に合わせ、タイトル

変更

・文言修正

・タイトルの変更

（※本文との重複を避け、極

力簡潔化）

第３節 防災関係機関等の責務

第１ 防災関係機関等の責務

市、県及び防災関係機関並びに住民・事業所は、本計画に基づき次の防災対策を計画的か

つ着実に推進するものとする。

１ 市

（１）計画的な防災空間整備

公園、道路等防災空間を計画的に整備するとともに、防災上重要な庁舎、学校、病院等

公共建物の耐震・不燃化及び公共土木施設の耐震性を強化する。

（２）地域の防災施設整備

地域の防災拠点施設及び住民へ的確な情報を伝達するための防災行政無線などの情報

伝達施設、システムを計画的に整備する。

（３）災害危険区域等の周知徹底

災害危険区域等での土砂災害等を未然に防止するため、住民への危険性の周知徹底、避

難体制の整備を図る。

（４）消防力の強化

消防施設設備の充実や拠点施設の整備、消防団の活性化や装備の充実等消防力を強化す

るとともに、消防防災ヘリコプターを活用するため臨時離着陸場を整備する。

（５）水、食料、生活必需物資等の備蓄、避難所の施設設備の整備充実

水、食料、生活必需物資等の備蓄、避難所の施設設備の整備充実、ライフライン関係機

関との相互連携による各種防災対策を推進する。

（６）住民の自主防災意識の高揚等

住民の自主防災意識の高揚を図るため、地域の防災拠点施設に消火・救助資機材を計画

的に配備する等、自主防災組織の育成を積極的に推進し、地域の防災力を高めるとともに、

住民に対し研修、広報、訓練を実施し、防災活動の普及啓発に努める。

第３節  防災関係機関等の責務 

【第 3節の構成】

５ 事業所・企業

１ 市

２ 県

３ 防災関係機関

第２ 防災関係機関等の業務大綱 １ 防災関係機関の業務大綱

４ 住民

２ 市民及び事業所・企業のとるべき措置

防 災 関 係 機 関 等 の 責 務第１

第１ 防災関係機関等の責務 

市、県及び防災関係機関並びに住民・事業所は、本計画に基づき次の防災対策を計画的か

つ着実に推進する。

１  市 

（１）公共施設等の耐震性強化

（※同左）

（２）地域の防災施設の整備

地域防災拠点施設や住民へ的確な情報を伝達するための防災行政無線などの情報伝達施

設・システムを計画的に整備する。

（３）災害危険区域等の周知徹底

災害危険区域等での土砂災害による人的被害を未然に防止するため、住民への危険性の

周知徹底、避難体制の整備を図る。

（４）消防力の強化

消防施設設備の充実や南砺市防災拠点施設の整備、消防団の活性化や装備の充実等消防

力を強化するとともに、消防防災ヘリコプターを活用するため臨時離着陸場を整備する。

（５）生活必需物資等の備蓄、避難所の環境整備等

（※同左）

（６）住民の自主防災意識の高揚等

（※同左）

・県計画に合わせ、文言修正

２ 県

（１）防災対策事業の計画的な実施

災害から県土を守るため、山地保全事業、河川保全事業等を計画的に推進する。また、

２  県 

（１）防災対策事業の計画的な実施

災害から県土を守るため、防災拠点施設の建設、防災上重要な公共施設や公共土木施設
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防災拠点施設の建設、通信ネットワークの充実強化等、施設についても計画的に整備する。

（２）消防力強化への支援

市が実施する地域防災拠点施設及び防災行政無線の整備、消防力の強化等に対し財政的

支援を行う。

（３）広域的な総合調整の実施

市を包括する立場から、広域的な総合調整を行う。

（４）総合的な防災対策の実施

市、その他の防災関係機関との連携を強化し、総合的な防災対策を推進する。

（５）自主防災活動の普及啓発等

県民の自主防災意識の高揚及び防災に関する知識、技術の習得のため、リーダー研修や

訓練等自主防災活動の普及啓発に努めるとともに、市が推進する自主防災組織の育成を支

援する。

（６）事故防止のための施設設備の整備

事故災害防止のため、道路等の施設設備の整備を推進する。また、危険物施設等の安全

性の確保のための検査・指導を徹底する。

の耐震性の強化、通信ネットワークの充実強化等施設についても計画的に整備する。

（２）消防力強化への支援

市町村が実施する地域防災拠点施設及び防災行政無線の整備、消防力の強化等に対し財

政的支援を行う。

（３）広域的な総合調整の実施

市町村を包括する立場から、災害状況の把握、市町村間の調整等、広域的な総合調整を

行う。

（４）総合的な防災対策の実施

市、その他の防災関係機関との連携を強化し、国との連絡調整、消防、警察、自衛隊そ

の他関係機関との調整を行い、総合的な防災対策を推進する。

（５）自主防災活動の普及啓発等

県民の自主防災意識の高揚及び防災に関する知識、技術の習得のため、リーダー研修や

訓練等自主防災活動の普及啓発に努めるとともに、市町村が推進する自主防災組織の育成

を支援する。

（６）事故防止のための施設設備の整備

事故災害防止のため、道路等の施設設備の整備を推進する。また、危険物取扱施設等の

安全性確保のための検査・指導を徹底する。

３ 防災関係機関

（１）ライフラインの迅速な復旧

生活に密着する電力、電話、水道等ライフライン施設の管理者は、迅速な応急復旧活動

のため体制整備を図るとともに、施設の安全化について計画的に推進する。

（２）防災資機材等の計画的な整備充実

消火、救助活動等を実施する消防、警察及び自衛隊は、必要な防災資機材等を計画的に

整備充実するとともに、他の防災関係機関との連携を強化し応急活動の総合力の向上に努

める。

（３）報道機関の災害に関する情報の提供

報道機関は、気象予警報及び火災警報等を受信したときは、速やかに放送を行い、住民

に対して周知するよう努めるとともに、災害に関する情報の提供を行う。

（４）事故災害対策の推進

鉄道・バス等の輸送事業者は、施設等の安全性の強化、安全運行体制の確立及び防災資

機材等の整備充実等の事故災害対策の推進に努める。

３ 防災関係機関 

（１）ライフラインの迅速な復旧

市民生活に密着する電力、電話、水道等ライフライン施設の管理者は、迅速な応急復旧

活動のため体制整備を図るとともに、施設の安全化について計画的に推進する。

（２）防災資機材等の計画的な整備充実

消火、救助活動等を実施する消防、警察、自衛隊、公的医療関係機関は、必要な防災資

機材等を計画的に整備充実するとともに、他の防災関係機関との連携を強化し応急活動の

総合力の向上に努める。

（３）報道機関の災害に関する情報の提供

報道機関は、気象予警報及び火災警報等を受信したときは、速やかに放送を行い、住民

に対して周知するとともに災害に関する情報の提供に努める。

（４）事故災害対策の推進

鉄道・バス等の輸送事業者は、施設等の安全性の強化、安全運行体制の確立及び防災資

機材等の整備充実等災害対策の推進に努める。

４ 住民

（１）自主防災の意識啓発

「自分の身は自分で守る」という自主防災の観点から、家屋の耐震補強、最低３日分の

飲料水・食料等の備蓄や災害危険区域における自主避難など、自ら災害に備えるための対

４  住民 

（１）自主防災の意識啓発

「自分の身は自分で守る」という自主防災の観点から、家屋の耐震補強や最低３日分の

飲料水・食料等の備蓄、災害危険区域における自主避難など、自ら災害に備えるための対
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策を講ずる。

（２）自主防災組織の結成及び育成

「みんなのまちはみんなで守る」ため、自主防災組織の結成、育成に努める。

（３）地域防災力の向上

地域の防災拠点に配備された消火、救助等資機材を活用した防災訓練を通じて、防災活

動に必要な知識、技術の習得に努めるとともに、市及び県が実施する総合防災訓練に積極

的に協力参加し、地域の防災力の向上に努める。

策を講ずる。

（２）自主防災組織の結成及び育成

（※同左）

（３）地域防災力の向上

（※同左）

・県計画に合わせ、５．と６．

を統合

・県計画に合わせ、文言追加

・県計画に合わせ項目⑷を追

加

・５．６．の統合により、６．

は 5．に反映しているので
6．を削除

５ 事業所

（１）防災への取り組み強化

市及び県の防災都市づくリに積極的に参加し、建築物耐震・不燃化に努める。

（２）地域の一員としての総合的な防災活動の推進

消防防災計画の策定や自衛消防隊の設置・訓練を行い、事業所の防災力を向上させると

ともに、県、市が実施する防災訓練に積極的に参加し、地域の一員としての総合的な防災

活動を推進する。

（３）事故災害の防止

危険物施設等の管理者は、施設設備の安全性強化に努め事故災害の防止を図るものとす

る。

６ 企業

災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地

域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続

計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、施設の耐震化、

予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に

努めるものとする。

５ 事業所・企業

（１）防災への取り組み強化

事業所・企業は、市及び県の防災都市づくリに積極的に参加し、建築物耐震・不燃化に

努める。

（２）地域の一員としての総合的な防災活動の推進

事業所・企業は、消防防災計画及び事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、自衛

消防隊の設置・訓練を行い、防災力の向上を図る。また、市、県が実施する防災訓練に積

極的に参加し、地域の一員としての総合的な防災活動を推進する。

市及び県は、防災訓練への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うとと

もに、こうした取組みに資する情報提供等を進める。

（３）事故災害の防止

危険物取扱施設等の管理者は、施設設備の安全性強化に努め事故災害の防止を図る。

（４）防災意識の高揚

市及び県は、事業所・企業の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰等により、

企業等の協力による地域の防災力向上を図る。

（※６．を削除）

・県計画に合わせ、文言追

加

第２ 防災関係機関等の業務大綱

市、県並びに指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その

他防災上重要な施設の管理者等は、それぞれ防災に寄与するものとする。

また、住民及び事業所は、日頃から自主的に災害に備えるとともに、行政をはじめ防災関

第２ 防災関係機関等の業務大綱 

市、県並びに指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その

他防災上重要な施設の管理者等は、それぞれの立場で防災に寄与する。

また、災害による被害を軽減するために、行政による「公助」だけではなく、自ら身を守

る「自助」や防災行政への寄与・協力、自主防災組織やコミュニティの強化、住民、ボラン

ティア、企業等の連携も含めた「共助」が必要である。

このため、住民及び事業所・企業は、日頃から自主的に災害に備えるとともに、行政をは
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係機関が行う防災活動と連携・協力するものとする。

特に、事業所においては、従業員や顧客の安全確保、経済活動の維持、地域への貢献とい

った役割を認識し、防災体制の整備や防災訓練の実施に努めるとともに、災害により帰宅が

困難な従業員の保護のために、非常食料の備蓄その他の対応策を講ずるなど、防災対策を推

進するものとする。

なお、各機関等が防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。

じめ防災関係機関が行う防災活動と連携・協力する。特に、事業所・企業においては、従業

員や顧客の安全確保、経済活動の維持、地域への貢献といった役割を認識し、防災体制の整

備や防災訓練の実施に努めるとともに、災害により帰宅が困難な従業員の保護のために、非

常食の備蓄その他の対応策を講ずるなど、防災対策を推進する。

なお、各機関等が防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。

１ 防災関係機関の業務大綱

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

１）南砺市関係機関 

南砺市 ・ 市防災会議に関すること。 

・ 災害対策の組織の整備に関すること。 

・ 災害予警報の情報伝達に関すること。 

・ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること。 

・ 避難の勧告、指示に関すること。 

・ 警戒区域の設定及び避難の指示・誘導に関すること。 

・ 被災状況の情報収集、伝達及び広報・公聴に関すること。 

・ 被災者の救助、救護に関すること。 

・ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること。 

・ 消防活動及び水防対策に関すること。 

・ 水道事業等の災害対策に関すること。 

・ 児童、生徒に対する応急教育に関すること。 

・ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること。 

・ 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること。 

・ 水防施設、資機材の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること。 

・ 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること。 

・ 災害時要援護者に配慮した災害対策の推進に関すること。 

・ ボランティアの受入れ等に関すること。 

１ 防災関係機関の業務大綱 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

１）南砺市関係機関 

南砺市 ・ 市防災会議に関すること。 

・ 災害対策の組織の整備に関すること。 

・ 災害予警報の情報伝達に関すること。 

・ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること。 

・ 避難の勧告、指示に関すること。 

・ 警戒区域の設定及び避難の指示・誘導に関すること。 

・ 被災状況の情報収集、伝達及び広報・公聴に関すること。 

・ 被災者の救助、救護に関すること。 

・ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること。 

・ 消防活動及び水防対策に関すること。 

・ 水道事業等の災害対策に関すること。 

・ 児童、生徒に対する応急教育に関すること。 

・ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること。 

・ 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること。 

・ 水防施設、資機材の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること。 

・ 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること。 

・ 災害時要援護者の避難支援に関すること。 

・ 災害救援ボランティアの受入れ調整等に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

２）富山県関係機関 

富山県 ・ 富山県防災会議に関すること。 

・ 災害対策の組織の整備に関すること。 

・ 災害予警報等の情報伝達に関すること。 

・ 災害に関する情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

２）富山県関係機関 

富山県 ・ 富山県防災会議に関すること。 

・ 災害対策の組織の整備に関すること。 

・ 災害予警報等の情報伝達に関すること。 

・ 災害に関する情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること。 
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・ 被災者の救援、救護に関すること。 

・ 自衛隊及び他都道府県に対する応援要請に関すること。 

・ 災害時における交通規制及び輸送確保に関すること。 

・ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること。 

・ 浸水、土砂崩れ等に対する応急措置に関すること。 

・ 非常食、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること。 

・ ボランティアの受入れ等に関すること。 

・ 児童、生徒、学生に対する応急教育に関すること。 

・ 災害時における犯罪の予防、取締りなど社会の秩序維持に関すること。 

・ 被災産業に対する融資等に関すること。 

・ 市町村等が処理する災害対策の総合調整に関すること。 

・ 被災者の救援、救護に関すること。 

・ 自衛隊及び他都道府県に対する応援要請に関すること。 

・ 災害時における交通規制及び輸送確保に関すること。 

・ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること。 

・ 浸水、土砂崩れ等に対する応急措置に関すること。 

・ 非常食、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること。 

・ 災害救援ボランティアの受入れ調整等に関すること。 

・ 児童、生徒、学生に対する応急教育に関すること。 

・ 災害時における犯罪の予防、取締りなど社会の秩序維持に関すること。 

・ 被災産業に対する融資等に関すること。 

・ 市町村等が処理する災害対策の総合調整に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

２）富山県関係機関 

南砺警察署 ・ 警戒区域の設定及び避難の指示・誘導に関すること。 

・ 被災者の救出・救護に関すること。 

・ 交通の規制及び緊急輸送路の確保に関すること。 

・ 行方不明者の捜索、死体検視及び身元確認に関すること。 

・ 犯罪の予防、取締り及び各種広報に関すること。 

砺波厚生セン

ター 

・ 災害時における医療機関との連絡に関すること。 

・ 災害時の感染症予防に関すること。 

・ 環境衛生、食品衛生の保持に関すること。 

・ その他住民の保健衛生に関すること。 

砺波農林振興

センター 

・ 農地の災害対策に関すること。 

・ 用排水路、農道等農業用施設の災害対策に関すること。 

・ 森林の災害対策に関すること。 

・ 山崩れ、地すべり等の災害対策に関すること。 

・ 治山及び林道施設の災害対策に関すること。 

・ 雪崩対策に関すること。 

砺波土木セン

ター 

・ 公共土木施設の災害対策に関すること。 

・ 土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊及び雪崩等による災害対策に関すること。 

・ 水防活動に関すること。 

・ 一級河川の管理に関すること。 

・ 道路情報の収集及び道路除排雪に関すること。 

ダム管理事務

所 

・ ダム施設の応急対策に関すること。 

・ ダム放流警報に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

２）富山県関係機関 

南砺警察署 ・ 警戒区域の設定及び避難の指示・誘導に関すること。 

・ 被災者の救出・救護に関すること。 

・ 交通の規制及び緊急輸送路の確保に関すること。 

・ 行方不明者の捜索、死体検視及び身元確認に関すること。 

・ 犯罪の予防、取締り及び各種広報に関すること。 

砺波厚生セン

ター 

・ 災害時における医療機関との連絡に関すること。 

・ 災害時の感染症予防に関すること。 

・ 環境衛生、食品衛生の保持に関すること。 

・ その他住民の保健衛生に関すること。 

砺波農林振興

センター 

・ 農地の災害対策に関すること。 

・ 用排水路、農道等農業用施設の災害対策に関すること。 

・ 森林の災害対策に関すること。 

・ 山崩れ、地すべり等の災害対策に関すること。 

・ 治山及び林道施設の災害対策に関すること。 

・ 雪崩対策に関すること。 

砺波土木セン

ター 

・ 公共土木施設の災害対策に関すること。 

・ 土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊及び雪崩等による災害対策に関すること。 

・ 水防活動に関すること。 

・ 一級河川の管理に関すること。 

・ 道路情報の収集及び道路除排雪に関すること。 

ダム管理事務

所 

・ ダム施設の応急対策に関すること。 

・ ダム放流警報に関すること。 
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防災関係機関 事務又は業務の大綱 

３）指定地方行政機関 

北陸財務局富

山財務事務所 

・ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

・ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示に関すること。 

・ 主務省の要請による災害復旧事業費査定の立会いに関すること。 

・ 災害応急措置の用に供する国有地の無償貸付。 

北陸農政局 ・ 国営農業用施設の整備とその防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 農地及び農業用施設の災害復旧事業費の緊急査定に関すること。 

・ 農地及び農業用施設の災害復旧融資対策に関すること。 

農林水産省生

産局 

・ 災害時における応急食糧の緊急引渡しに関すること。 

・ 政府所有米穀の売却及び災害時における応急供給に関すること。 

・ 政府所有乾パンの緊急引渡しに関すること。 

中部経済産業

局 

・ 生活必需品、復旧資材等災害関係物資の安定的供給に関すること。 

・ 被災事業者（商工業等）の業務の正常な運営の確保に関すること。 

・ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物の保安に関すること。

・ 被災中小企業の再建に必要な融資あっせんに関すること。 

北陸信越運輸

局 

・ 災害時における鉄道事業者、軌道事業者、自動者運送事業者の安全運行の確保に

関すること。 

・ 災害時における自動車の調達、あっせん、輸送の分担、う回輸送、代替輸送等の

指導に関すること。 

・ 自動車運送事業者に対する輸送命令に関すること。 

・ 鉄軌道の事故災害の防止対策に関すること。 

富山地方気象

台 

・ 防災気象施設の管理に関すること。 

・ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）、水象の

観測通報、予報及び警報等の発表、解除及び関係機関への通知に関すること。そ

の成果の収集、発表に関すること。 

北陸地方整備

局 

・ 庄川、小矢部川の改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報に関

すること。 

・ 利賀川における利賀ダムの建設工事に関すること。 

・ 利賀川（国直轄区間）の管理に関すること。 

・ 国道 156 号の改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 

・ 国道 156 号の指定区間における交通安全施設等整備及び除雪、防雪、凍雪害の防

止に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

３）指定地方行政機関 

北陸財務局富

山財務事務所 

・ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

・ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示に関すること。 

・ 主務省の要請による災害復旧事業費査定の立会いに関すること。 

・ 災害応急措置の用に供する国有地の無償貸付。 

北陸農政局 ・ 国営農業用施設の整備とその防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 農地及び農業用施設の災害復旧事業費の緊急査定に関すること。 

・ 農地及び農業用施設の災害復旧融資対策に関すること。 

農林水産省生

産局 

・ 災害時における応急食糧の緊急引渡しに関すること。 

・ 政府所有米穀の売却及び災害時における応急供給に関すること。 

・ 政府所有乾パン及び乾燥米飯の緊急引渡しに関すること。 

中部経済産業

局 

・ 生活必需品、復旧資材等災害関係物資の安定的供給の確保に関すること。 

・ 被災商工鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

・ 電気、ガス、鉱業用水の供給確保に関すること。

・ 被災中小企業の再建に必要な融資あっせんに関すること。 

中部近畿産業

保安監督部

・火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物の保安に関すること。

・ 鉱山における災害の防止及び応急対策に関すること

北陸信越運輸

局 

・ 災害時における鉄道事業者、軌道事業者、自動者運送事業者の安全運行の確保に

関すること。 

・ 災害時における自動車の調達、あっせん、輸送の分担、う回輸送、代替輸送等の

指導に関すること。 

・ 自動車運送事業者に対する輸送命令に関すること。 

・ 鉄軌道の事故災害の防止対策に関すること。 

富山地方気象

台 

・ 防災気象施設の管理に関すること。 

・ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）、水象の

観測通報、予報及び警報等の発表、解除及び関係機関への通知に関すること。そ

の成果の収集、発表に関すること。 

北陸地方整備

局 

・ 庄川、小矢部川の改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報に関

すること。 

・ 利賀川における利賀ダムの建設工事に関すること。 

・ 利賀川（国直轄区間）の管理に関すること。 

・ 国道 156 号の改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 

・ 国道 156 号の指定区間における交通安全施設等整備及び除雪、防雪、凍雪害の防

止に関すること。 
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・組織名変更

・ＮＴＴドコモを追加

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

４）指定公共機関 

郵便事業㈱北

陸支社 

・ 災害時における郵便業務の確保に関すること。 

・ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関すること。 

西日本旅客鉄

道㈱金沢支社 

・ 鉄道輸送の安全確保に関すること。 

・ 災害時における緊急輸送の確保と災害復旧に関すること。 

中日本高速道

路㈱金沢支社 

・ 北陸自動車道及び東海北陸自動車道の維持、管理、修繕、改良及び防災対策並び

に災害復旧に関すること。 

西日本電信電

話㈱ 

・ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における緊急通話の確保に関すること。 

日本赤十字社

富山県支部 

・ 災害時における医療救護に関すること。 

・ 災害時の血液製剤の供給に関すること。 

・ 義援金及び救援物資の募集及び配分のあっせん並びに連絡調整に関すること。 

・ その他、奉仕団が行う炊出しや避難所奉仕等の協力等、災害救護に必要な業務に

関すること。 

日本放送協会

富山放送局 

・ 住民に対する防災知識の普及と各種予警報等の周知徹底に関すること。 

・ 災害時における情報、応急対策等の周知徹底に関すること。 

・ 社会事業団等による義援金品の募集の周知に関すること。 

北陸電力㈱ ・ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における電力供給の確保に関すること。 

関西電力㈱北

陸支社 

・ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における電力融通に関すること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

４）指定公共機関 

日本郵便㈱北

陸支社 

・ 災害時における郵便業務の確保に関すること。 

・ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関すること。 

西日本旅客鉄

道㈱金沢支社 

・ 鉄道輸送の安全確保に関すること。 

・ 災害時における緊急輸送の確保と災害復旧に関すること。 

中日本高速道

路㈱金沢支社 

・ 北陸自動車道及び東海北陸自動車道の維持、管理、修繕、改良及び防災対策並び

に災害復旧に関すること。 

西日本電信電

話㈱ 

・ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における緊急通話の確保に関すること。 

㈱エヌ・ティ・

ティ・ドコモ北

陸

・ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること

・ 災害時における緊急通話の確保に関すること

日本赤十字社

富山県支部 

・ 災害時における医療救護に関すること。 

・ 災害時の血液製剤の供給に関すること。 

・ 義援金及び救援物資の募集及び配分のあっせん並びに連絡調整に関すること。 

・ その他、奉仕団が行う炊出しや避難所奉仕等の協力等、災害救護に必要な業務に

関すること。 

日本放送協会

富山放送局 

・ 住民に対する防災知識の普及と各種予警報等の周知徹底に関すること。 

・ 災害時における情報、応急対策等の周知徹底に関すること。 

・ 社会事業団等による義援金品の募集の周知に関すること。 

北陸電力㈱ ・ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における電力供給の確保に関すること。 

関西電力㈱北

陸支社 

・ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

・ 災害時における電力融通に関すること。 

・陸上自衛隊について、富

山駐屯地（第 382施設中
隊）を追加し、役割を追

加

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

日本通運㈱ 

富山支社 

・ 災害時における緊急輸送の確保に関すること。 

５）自衛隊 

陸上自衛隊第 14 普通科連隊 

海上自衛隊舞鶴地方総監部 

航空自衛隊第６航空団

・ 災害時における人命、財産の保護のための部隊の派遣に関す

ること。 

防災関係機関 事務又は業務の大綱 

日本通運㈱富

山支社 

・ 災害時における緊急輸送の確保に関すること。 

５）自衛隊 

陸上自衛隊第 14 普通科連隊、

陸上自衛隊第 382 施設中隊、

海上自衛隊舞鶴地方総監部、

航空自衛隊第６航空団

・ 災害時における人命、財産の保護のための部隊の派遣に関す

ること。 

・ 災害時における応急復旧活動に関すること
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６）指定地方公共機関等 

鉄軌道・バス

事業会社 

・ 鉄道、軌道施設の整備と安全輸送の確保に関すること。 

・ 災害時における緊急輸送の確保と災害復旧に関すること。 

・ 災害時における被災地との交通の確保に関すること。 

ガス供給事業

会社等 

・ 災害時におけるガスの安定供給の確保に関すること。 

・ ガス施設の防護管理及び災害時の応急措置並びに復旧に関すること。 

・ 住民に対する災害時のガス事故防止に係る緊急措置等の周知徹底に関す

ること。 

自動車運送事

業会社 

・ 災害時における生活必需物資、産業用資材の緊急輸送の確保に関するこ

と。 

・ 災害時における輸送用、作業用車両及び荷役機械の確保と緊急出動に関

すること。 

報道機関 ・ 住民に対する防災知識の普及と各種予警報等の周知に関すること。 

・ 災害時における情報、応急対策等の周知徹底に関すること。 

土地改良区 ・ 水門、水路、ため池等の施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

南砺市医師会 ・ 災害時における医療救護活動に関すること。 

病院 ・ 災害時における医療救護活動に関すること。 

農業協同組合

森林組合 

・ 市災害対策本部が行う農林関係の被害調査等応急対策への協力に関する

こと。 

・ 農産物、林産物等の災害応急対策についての指導 に関すること。 

・ 被災農林家に対する融資又はそのあっせん に関すること。 

社会福祉協議

会 

・ 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資に関すること。 

・ ボランティア活動の推進に関すること。 

・ 義援金品の配分に関すること。 

社会福祉施設

管理者 

・ 避難施設の整備と避難等の訓練に関すること。 

・ 被災時の入所者及び要介護者等の入所保護に関すること。 

自主防災組織 ・ 防災資機材の整備に関すること。 

・ 防災思想・防災知識の普及に関すること。 

・ 各種防災訓練への参加に関すること。 

・ 組織的初期消火に関すること。 

・ 負傷者等の救出救護に関すること。 

・ 組織的避難に関すること。 

・ 給食給水活動に関すること。 

・ その他の相互扶助に関すること。 

６）指定地方公共機関等 

鉄軌道・バス

事業会社 

・ 鉄道、軌道施設の整備と安全輸送の確保に関すること。 

・ 災害時における緊急輸送の確保と災害復旧に関すること。 

・ 災害時における被災地との交通の確保に関すること。 

ガス供給事業

会社等 

・ 災害時におけるガスの安定供給の確保に関すること。 

・ ガス施設の防護管理及び災害時の応急措置並びに復旧に関すること。 

・ 住民に対する災害時のガス事故防止に係る緊急措置等の周知徹底に関す

ること。 

自動車運送事

業会社 

・ 災害時における生活必需物資、産業用資材の緊急輸送の確保に関するこ

と。 

・ 災害時における輸送用、作業用車両及び荷役機械の確保と緊急出動に関

すること。 

報道機関 ・ 住民に対する防災知識の普及と各種予警報等の周知に関すること。 

・ 災害時における情報、応急対策等の周知徹底に関すること。 

土地改良区 ・ 水門、水路、ため池等の施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

南砺市医師会 ・ 災害時における医療救護活動に関すること。 

病院 ・ 災害時における医療救護活動に関すること。 

農業協同組合

森林組合 

・ 市災害対策本部が行う農林関係の被害調査等応急対策への協力に関する

こと。 

・ 農産物、林産物等の災害応急対策についての指導 に関すること。 

・ 被災農林家に対する融資又はそのあっせん に関すること。 

社会福祉協議

会 

・ 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資に関すること。 

・ ボランティア活動の推進に関すること。 

・ 義援金品の配分に関すること。 

社会福祉施設

管理者 

・ 避難施設の整備と避難等の訓練に関すること。 

・ 被災時の入所者及び要介護者等の入所保護に関すること。 

自主防災組織 ・ 防災資機材の整備に関すること。 

・ 防災思想・防災知識の普及に関すること。 

・ 各種防災訓練への参加に関すること。 

・ 組織的初期消火に関すること。 

・ 負傷者等の救出救護に関すること。 

・ 組織的避難に関すること。 

・ 給食給水活動に関すること。 

・ その他の相互扶助に関すること。 
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・県計画に合わせ、項目（市

民及び事業所・企業のと

るべき措置）を追加

２ 市民及び事業所・企業のとるべき措置 

（１）市民

ア 災害時の被害を最小化するため、地域住民と相互に協力するとともに、市及び県が行

う防災事業に協力し、市民の生命、身体及び財産の安全の確保に努める。

イ 「自分の身は自分で守る」という自主防災の観点から、家屋の耐震補強や最低３日分

の非常食、飲料水等を備蓄するなど、自ら災害に備えるための対策を講ずるとともに、

市及び県が実施する防災活動に積極的に協力する。

ウ 「みんなのまちはみんなで守る」ため、自主防災組織の結成、育成に努めるものとす

る。

エ 地域の災害に関連する歴史や口承、履歴を調査し、市と協力し、地域住民の防災意識、

地域防災力の向上に努める。

（２）事業所・企業

ア 自衛消防隊を組織し消防防災体制を整備するとともに、市及び県が実施する防災事業

に協力する。

イ 事業活動にあたっては、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、災害時の被害

を最小化するため最大の努力を払う。

ウ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するため

の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、

施設の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなど

の防災活動の推進に努める。

０１２３４５６７８９０ ０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２

３４５ 

０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２

３４５
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第１編  総   則  （第 4節） 

修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

・節番号を変更

・市を主体とする文章

に修正

・資料編の参照を別記

・資料編の参照を別記

第５節 災害対策本部の組織

災害の予防、応急対策及び復旧等防災活動に即応する体制を確立するため、国、県、市及び

その他防災関係機関相互の有機的連携を図り、市民、関係団体、ボランティア等の協力を得て、

総合的かつ一体的な防災体制を確立する。

１ 南砺市防災会議

災害対策基本法第 16 条の規定により、南砺市の地域に係る地域防災計画の作成及びその

実施の推進のため、南砺市防災会議をおく。（南砺市防災会議条例（平成 16 年 11 月 1 日条

例第 15 号）、資料編：Ｐ703 参照）

２ 南砺市災害対策本部

災害対策基本法第 23 条に基づく南砺市災害対策本部の組織は、南砺市災害対策本部条例

（平成 16 年 11 月 1 日条例第 16 号、資料編：Ｐ803 参照）及び計画に定める。

（１）設置基準

ア 風水害、雪害等

・局地的災害が発生し、又は発生の恐れがあるとき。 

・市全域にわたって災害が発生すると予想されるとき。 

・市全域でなくともその災害が特に甚大であると予想され、かつ市長が指令したとき。

イ 地震

・南砺市において震度５弱以上の地震が発生したとき（自動設置）。

・市全域でなくともその災害が特に甚大であると予想され、かつ市長が指令したとき。

（２）設置場所

災害対策本部は、福野庁舎に設置する。

なお、福野庁舎が被災し、庁舎に本部を設置できない場合、福野体育館に設置する。

（３）組織系統

南砺市災害対策本部の組織系統は、次のとおりとする。

第４節 災害対策本部の組織 

災害の予防、応急対策及び復旧等防災活動に即応する体制を確立するため、市は、国、県及

びその他防災関係機関等との有機的連携を図り、市民、関係団体、ボランティア等の協力を得

て、総合的かつ一体的な防災体制を確立する。

１ 南砺市防災会議 

災害対策基本法第 16 条の規定により、南砺市の地域に係る地域防災計画の作成及びその

実施の推進のため、南砺市防災会議条例（平成 16 年 11 月 1 日条例第 15 号）に基づく南砺

市防災会議をおく。

【南砺市防災会議条例】・・・資料編「７－１」

２ 南砺市災害対策本部 

災害対策基本法第 23 条に基づく南砺市災害対策本部の組織は、南砺市災害対策本部条例

（平成 16 年 11 月 1 日条例第 16 号）及び計画に定める。

【南砺市災害対策本部条例】・・・資料編「８－１」

（１）設置基準

ア 風水害、雪害等

・局地的災害が発生し、又は発生の恐れがあるとき。 

・市全域にわたって災害が発生すると予想されるとき。 

・市全域でなくともその災害が特に甚大であると予想され、かつ市長が指令したとき。

イ 地震

・南砺市において震度５弱以上の地震が発生したとき（自動設置）。

・市全域でなくともその災害が特に甚大であると予想され、かつ市長が指令したとき。

（２）設置場所

（※同左）

（３）組織系統

（※同左）
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・行政組織の改編に伴

う組織名の修正

〔南砺市災害対策本部 組織図〕 〔南砺市災害対策本部 組織図〕

平成２４年４月１日現在

（　　）は、各部の総括責任者

（地域包括医療・ケア局長） 地域包括課
医療救護班
地域包括班

消防団　本部

消防本部　通信指令課

会計管理者

企業誘致推進室
観光課

議会事務局

監査委員事務局

教育総務課

土木課

都市計画課

上下水道課

会計課・検査室

生涯学習スポーツ班

文化世界遺産班

教育総務班教育部

（教育委員会　理事）

本部員

副本部長

本部長

消防署班

（議会事務局長）

議会班

生涯学習スポーツ課
文化世界遺産課

通信指令班

議事部

消防本部　警防課

地域包括医療・ケア局長

本部会議
市長

副市長

教育長
市長政策室長
総務部長
民生部長

産業経済部長
建設部長

消防団班

消防本部　総務課消防部

(消防長）

(消防団長）

消防総務班

予防班

警防班

消防本部　予防課

消防署

地域包括医療・ケア部

産業経済部

（産業経済部長） 農業委員会事務局
林政課

商工課

建設部

（建設部長）

医療課

経理部

（会計管理者）

上水道班
下水道班

会計班

市長政策室
（市長政策室長）

総務部

（総務部長）

総務班

財政班

土木班

都市計画班

税務班

観光班

林政班

農政班

商工班

こども班

農政課

行政センター
（現地災害対策本部）

広報班

連絡調整班
市民協働課

企画情報課企画情報班

保健班

総務課

財政課
税務課

住民環境課

福祉課
こども課

健康課

民生部

（民生部長）

住民環境班

福祉班

子育て支援室
消防団長

教育委員会 理事
議会事務局長
消防長

上下水道課

（　　）は、各部の総括責任者

消防団班

議会班

(消防団長）

（議会事務局長）

消防本部　通信指令班

消防本部　警防班

地域包括課

監査委員事務局

消防団　本部

議会事務局

文化世界遺産課

消防署

予防課
警防課

医療課

総務課

（産業経済部長）

（民生部長）

産業経済部

（地域包括医療・ケア局長）

（会計管理者）

（建設部長）

地域包括医療・ケア部

交流観光まちづくり課

農業委員会事務局

土木班

税務課

健康課

こども課

住民生活課

福祉課

子育て支援室

市長政策室
（市長政策室長）

都市計画課

保健班

企業誘致推進室
観光施設班

商工班

林政課
商工課

農政課

文化世界遺産班
（教育委員会　理事）

平成25年5月１日現在

副本部長

本部長
本部会議
市長

副市長

教育長

生涯学習スポーツ課

教育部 教育総務班

生涯学習スポーツ班

産業経済部長
建設部長

消防署班

消防部

(消防長）

消防本部　消防総務班

消防本部　予防班

要介護者班
医療救護班

通信指令課

建設部

経理部

住宅対策班
上下水道班

土木課

救助物資班
会計課・検査室

議事部

教育総務課

災害救助班

避難所班

総務部

（総務部長）

林政班

農政班

行政センター
（現地災害対策本部）

広報連絡班 市民協働課

情報調整班

総務課

財政管財班

保育園班

民生部 住民生活班

政策推進課
環境対策班 エコビレッジ推進課

行革・施設再編課
財政課

総務班

消防長
議会事務局長

教育委員会 理事

本部員

総務部長

消防団長

会計管理者
地域包括医療・ケア局長

民生部長

市長政策室長
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・組織図に合わせて、

列挙の順番を変更

・自衛隊の災害派遣→

自衛隊の災害派遣要

請に修正

・災害救援ボランティ

アの受入調整等に関

することを追加

（４）任務分担

各組織の任務分担は、次のとおりとする。

ア 災害対策本部本部長（市長）

災害対策本部本部長（以下「本部長」という。）は、災害対策本部の事務を総括し、災

害対策本部員（以下「本部員」という。）及びその他の職員を指揮監督する。

なお、本部長に事故あるときの代行順位は次のとおりとする。

・第１順位 副市長、  ・第２順位 教育長、  ・第３順位 総務部長 

イ 災害対策本部副本部長（副市長、教育長）

災害対策本部副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を補佐し、本部長に事

故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

ウ 本部員

本部員は、市長政策室長、総務部長、民生部長、産業経済部長、建設部長、会計管理

者、教育委員会理事、地域包括医療・ケア局長、議会事務局長、消防長及び消防団長を

もって充てる。

エ 本部員会議

（ア）本部長は、副本部長及び本部員でもって組織し、次の事項について協議する。

A 災害応急対策の基本方針の関すること。 

B 動員配備体制に関すること。 

C 重要な災害情報の収集・分析による対策の基本方針の決定に関すること。 

D 避難の準備情報・勧告･指示に関すること。 

E 自衛隊の災害派遣に関すること。 

F 県及び防災関係機関への連絡調整に関すること。 

G 応援協定締結市等への応援要請に関すること。 

H 災害救助法の適用に関すること。 

I その他重要な災害対策に関すること。

（イ）本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者に対し本部員会議への

出席を求める。

オ 本部事務局

（ア）災害対策本部の事務を処理するため、本部に事務局を置き、事務局は総務班とする。

（イ）事務局長は総務課長とし、事務局の事務を掌理する。

キ 各部・班

（ア）災害対策本部の全庁的な推進を図るため、災害対策本部に部を置き、部には班を置

く。

（イ）各部・班の組織及び分掌事務は別表【南砺市災害対策本部各部・班の分掌事務】の

とおりとする。

（ウ）部長は本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

なお、部長に事故あるときは、当該部の次長等の職にあるものがその職務を代理する。

（４）任務分担

各組織の任務分担は、次のとおりとする。

ア 災害対策本部本部長（市長）

災害対策本部本部長（以下「本部長」という。）は、災害対策本部の事務を総括し、災

害対策本部員（以下「本部員」という。）及びその他の職員を指揮監督する。

なお、本部長に事故あるときの代行順位は次のとおりとする。

・第１順位 副市長、  ・第２順位 教育長、  ・第３順位 総務部長 

イ 災害対策本部副本部長（副市長、教育長）

災害対策本部副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を補佐し、本部長に事

故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

ウ 本部員

本部員は、市長政策室長、総務部長、民生部長、産業経済部長、建設部長、会計管理

者、地域包括医療・ケア局長、教育委員会理事、議会事務局長、消防長及び消防団長を

もって充てる。

エ 本部員会議

（ア）本部長は、副本部長及び本部員でもって組織し、次の事項について協議する。

A 災害応急対策の基本方針の関すること。 

B 動員配備体制に関すること。 

C 重要な災害情報の収集・分析による対策の基本方針の決定に関すること。 

D 避難の準備情報・勧告･指示に関すること。 

E 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

F 県及び防災関係機関への連絡調整に関すること。 

G 応援協定締結市等への応援要請に関すること。 

H  災害救援ボランティアの受入調整等に関すること。

I 災害救助法の適用に関すること。 

J その他重要な災害対策に関すること。

（イ）本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者に対し本部員会議への

出席を求める。

オ 本部事務局

（ア）災害対策本部の事務を処理するため、本部に事務局を置き、事務局は総務班とする。

（イ）事務局長は総務課長とし、事務局の事務を掌理する。

キ 各部・班

（ア）災害対策本部の全庁的な推進を図るため、災害対策本部に部を置き、部には班を置

く。

（イ）各部・班の組織及び分掌事務は別表【南砺市災害対策本部各部・班の分掌事務】の

とおりとする。

（ウ）部長は本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

なお、部長に事故あるときは、当該部の次長等の職にあるものがその職務を代理する。
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・文言修正

ク 現地災害対策本部

本部長は、激甚な災害を受けた地区における災害応急対策の迅速かつ的確な実施を図

るため、必要に応じ現地災害対策本部を設置する。

本部の設置場所は、行政センターとし、被災により使用できない場合は、災害対策本

部長が指定する場所とする。

本部長の命を受けた市長政策室の指示により、被害地域の行政センター長が現地災害

対策本部長となり、各地域の分掌事務を行う。

現地災害対策本部において、当該所管の地域の災害応急対策を自らのみでは困難な場

合の応援要請は、総務班（総務課）を経由し本部に報告するものとする。

ケ 組織体制の特例

本部長は災害が局地的で、災害対策本部の機能を現地に集約させたほうが効率的に対

策にあたれる場合など、特に必要と認めるときは異なる組織体制を指令することができ

る。

コ 避難勧告等発令の特例

現地対策本部長は、局所的な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

市長から避難の勧告及び指示等に関する権限の委任を受けた場合又は市長の指示を仰ぐ

いとまのない場合で、住民保護のため、特に必要と認めたときは、関係区域の住民に立

ち退きを勧告し、又は指示することができるものとする。

この場合、勧告、指示等の措置状況を速やかに、市長に報告しなければならない。

（５）災害対策本部の設置及び解散の通知等

本部長は、災害対策本部を設置及び解散したときは、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて

公表するとともに、県、防災関係機関にその旨を通知するものとする。

（６）災害対策本部の解散

本部長は、市域において、災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は災害応急

対策が概ね完了したと認めたときは災害対策本部を解散する。

ク 現地災害対策本部

本部長は、激甚な災害を受けた地区における災害応急対策の迅速かつ的確な実施を図

るため、必要に応じ現地災害対策本部を設置する。

本部の設置場所は、行政センターとし、被災により使用できない場合は、災害対策本

部長が指定する場所とする。

本部長の命を受けた市長政策室の指示により、被害地域の行政センター長が現地災害

対策本部長となり、各地域の分掌事務を行う。

現地災害対策本部は、所管地域の災害応急対策において自組織のみでは対応が困難な

場合は、総務班（総務課）を経由し本部へ応援要請を行う。

ケ 組織体制の特例

本部長は災害が局地的で、災害対策本部の機能を現地に集約させたほうが効率的に対

策にあたれる場合など、特に必要と認めるときは異なる組織体制を指令することができ

る。

コ 避難勧告等発令の特例

現地対策本部長は、局所的な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

市長から避難の勧告及び指示等に関する権限の委任を受けた場合又は市長の指示を仰ぐ

いとまのない場合で、住民保護のため、特に必要と認めたときは、関係区域の住民に立

ち退きを勧告し、又は指示することができる。

この場合、勧告、指示等の措置状況を速やかに、市長に報告しなければならない。

（５）災害対策本部の設置及び解散の通知等

本部長は、災害対策本部を設置及び解散したときは、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて

公表するとともに、県、防災関係機関にその旨を通知する。

（６）災害対策本部の解散

本部長は、市域において、災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は災害応急

対策が概ね完了したと認めたときは災害対策本部を解散する。
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・組織名の変更

・組織名の変更

・環境対策班（エコビレ

ッジ推進課）の分掌事

務を追加

・組織名の変更

・組織名の変更

別表

【南砺市災害対策本部各部・班の分掌事務】

部 名 
班 名 

(担当課) 
分          掌          事          務 

市 長 政 策

室 ( 現 地

災 害 対 策

本部) 

現地災害 

対策本部 

(行政センタ

ー) 

１．管内の被害情報の収集に関すること。 

２．公共施設等の応急対策に関すること。 

３．消防団との連絡調整に関すること。 

４．市民に対する広報に関すること。 

５．罹災証明に関すること。 

６．災害救助活動に関すること。 

７．救護活動に関すること。 

８．被災者の相談窓口に関すること。 

９．自主防災組織との連絡調整に関すること。 

10．各種申請の受付に関すること。 

11．その他市民の災害対策に関すること。 

広報班

(市民協働課)

１．市民に対する広報に関すること。 

２．災害対策本部の報道に関すること。 

３．災害写真の撮・収集・記録の作成及び提供に関すること。 

連絡調整班

(市民協働課)

１．現地災害対策本部との連絡調整に関すること。 

２．その他室内他班に属しないこと。 

企画情報班

(企画情報課)

１．本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２．各報道機関との連絡及び相互協力に関すること。

３．公共交通機関の連絡調整に関すること。 

３．災害対策全般の企画調整に関すること。 

４．中央機関への被害の報告及び要望陳情事項の取りまとめに関

すること。 

５．行政情報システム等の保全及び復旧に関すること。 

６．その他企画に関すること。

総務部 

総務班 

(総務課)

１．災害対策本部の庶務に関すること。 

２．気象情報等の収集伝達に関すること。 

３．避難の勧告、指示に関すること。 

４．県、他市町村及び自衛隊等防災関係機関への応援要請に関す

ること。 

５．各部からの被害報告の取りまとめに関すること。 

６．各部各班の連絡調整に関すること。 

７．職員の非常招集及び動員に関すること。 

８．本部要員等の給食・宿泊等に関すること。 

９．職員の罹災給付に関すること。 

10．民間団体の協力要請に関すること。 

11．労務の供給に関すること。 

12．部内の連絡調整に関すること。 

13．その他部内他班に属しないこと。 

財政班

(財政課)  

１．災害対策に関する予算措置に関すること。 

２．市有財産の保全及び被害調査の取りまとめに関すること。 

３．輸送計画、車両の調達及び配車に関すること。 

４．その他輸送に関すること。 

別表

【南砺市災害対策本部各部・班の分掌事務】

部 名 
班 名 

(担当課) 
分          掌          事          務 

市 長 政 策

室 ( 現 地

災 害 対 策

本部) 

現地災害 

対策本部 

(行政センタ

ー) 

１．管内の被害情報の収集に関すること。 

２．公共施設等の応急対策に関すること。 

３．消防団との連絡調整に関すること。 

４．市民に対する広報に関すること。 

５．罹災証明に関すること。 

６．災害救助活動に関すること。 

７．救護活動に関すること。 

８．被災者の相談窓口に関すること。 

９．自主防災組織との連絡調整に関すること。 

10．各種申請の受付に関すること。 

11．その他市民の災害対策に関すること。 

広報連絡班

 (市民協働

課)

１．市民に対する広報に関すること。 

２．災害対策本部の報道に関すること。 

３．各報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

４．災害写真の撮影・収集・記録の作成及び提供に関すること。 

５．現地災害対策本部との連絡調整に関すること。 

情報調整班

(政策推進課)

１．本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２．公共交通機関の連絡調整に関すること。 

３．災害対策全般の企画調整に関すること。 

４．中央機関への被害の報告及び要望陳情事項の取りまとめに関す

ること。 

５．行政情報システム等の保全及び復旧に関すること。 

６．その他室内他班に属しないこと。

環境対策班

（エコビレッ

ジ推進課）

１．ゴミ処理施設の被害調査並びに応急対策に関すること。

２．被災地の清掃及び消毒に関すること。

３．環境モニタリングに関すること。

４．し尿及びごみ等の非常処理計画に関すること。

５．災害廃棄物の処分に関すること。

６．その他環境に関すること。

総務部 

総務班 

(総務課、行

革・施設再編

課)

１．災害対策本部の庶務に関すること。 

２．気象情報等の収集伝達に関すること。 

３．避難の勧告、指示に関すること。 

４．県、他市町村及び自衛隊等防災関係機関への応援要請に関する

こと。 

５．各部からの被害報告の取りまとめに関すること。 

６．各部各班の連絡調整に関すること。 

７．職員の非常招集及び動員に関すること。 

８．本部要員等の給食・宿泊等に関すること。 

９．職員の罹災給付に関すること。 

10．民間団体の協力要請に関すること。 

11．労務の供給に関すること。 

12．部内の連絡調整に関すること。 

13．その他部内他班に属しないこと。 

財政管財班

(財政課)  

１．災害対策に関する予算措置に関すること。 

２．市有財産の保全及び被害調査の取りまとめに関すること。 

３．輸送計画、車両の調達及び配車に関すること。 

４．その他輸送・総務班補助に関すること。 



21

・組織名の変更

・組織名及び分掌事務の

一部変更

・組織名及び分掌事務の

一部変更

・組織名の変更

総務部 
税務班

（税務課） 

１．避難所の設置・管理運営及び避難民の

誘導に関すること。 

２．避難者名簿の作成に関すること。 

３．住宅等の被害状況の調査、報告に関すること。 

４．義援金の配分に関すること。 

５．義援物資の受入れに関すること。 

６．災害に伴う市税の減免等に関すること。 

７．その他避難所（場所）に関すること。 

民生部 

地域包括

医療・ケ

ア部

住民環境班

(住民環境課)

１．戸籍事務に関すること。 

２．被災者に対する拠出年金保険料の減免等に関すること。 

３．地域の防犯に関すること。 

４．市営バスに関すること。 

５．部内の連絡調整に関すること。 

６．その他市民の相談窓口に関すること。 

７．その他部内他班に属しないこと。 

１．環境衛生施設の被害調査並びに応急対策に関すること。

２．被災地の清掃及び消毒に関すること。

３．し尿及びごみ等の非常処理計画に関すること。

４．仮設トイレの設置に関すること。 

５．埋火葬の許可に関すること。 

６．その他環境の保全に関すること。 

福祉班

(福祉課) 

地域包括班

(地域包括課)

１．災害救助法の事務に関すること。 

２．災害救助法に基づく救助全般の具体策の策定及び実施 

に関すること。 

３．社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること。

４．生活必需品等救助用物資の調達並びに配分の総合調整 

に関すること。 

５．ボランティアの受入れ全般に関すること。 

７．災害救助法に基づく炊き出し、食品の供与に関すること。 

８．罹災者に対する生活保護及び法外援助に関すること。 

９．人身の被害調査に関すること。 

10．福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

11．災害による死亡者の処理並びにこれに関する指示・指 

導に関すること。 

12．災害救助法による住宅の応急修理に関すること。 

13. 応急仮設住宅入居者の選考に関すること。 

14．災害時要援護者に対する支援及び避難誘導に関すること。 

15．その他被災者の福祉に関すること。 

こども班

(こども課) 

(子育て支援

室) 

１．保育園児等の避難及び救護に関すること。 

２．被災児童の保育環境の整備に関すること。 

３．児童福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４．その他被災児童の福祉に関すること。 

保健班 

（健康課） 

１．防疫対策の樹立及び要員の動員計画に関すること。 

２．感染症の予防に関すること。 

３．医療機関及び厚生センターとの連絡調整に関すること。 

４．避難所収容者に対する生活指導に関すること。 

５．被災者に対する国民健康保険の特別措置に関すること。 

６．その他被災者の健康に関すること。 

総務部 
避難所班

（税務課） 

１．避難所の設置・管理運営及び避難民の誘導に関すること。 

２．避難者名簿の作成に関すること。 

３．住宅等の被害状況の調査、報告に関すること。 

４．義援金の配分に関すること。 

５．義援物資の受入れに関すること。 

６．災害に伴う市税の減免等に関すること。 

７．その他避難所（場所）に関すること。 

民生部 

住民生活班

(住民生活課)

１．戸籍事務に関すること。 

２．被災者に対する拠出年金保険料の減免等に関すること。 

３．地域の防犯に関すること。 

４．市営バスに関すること。 

５．部内の連絡調整に関すること。 

６．その他市民の相談窓口に関すること。 

７．その他部内他班に属しないこと。 

８．斎場施設の被害調査ならびに応急対策に関すること。

９．仮設トイレの設置に関すること。 

10．埋火葬の許可に関すること。 

11．その他生活衛生の保全に関すること。 

災害救助班

(福祉課) 

１．災害救助法の事務に関すること。 

２．災害救助法に基づく救助全般の具体策の策定及び実施に関する

こと。 

３．社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること。

４．生活必需品等救助用物資の調達並びに配分の総合調整に関する

こと。 

５．ボランティアの受入れ全般に関すること。 

７．災害救助法に基づく炊き出し、食品の供与に関すること。 

８．罹災者に対する生活保護及び法外援助に関すること。 

９．人身の被害調査に関すること。 

10．福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

11．災害による死亡者の処理並びにこれに関する指示・指導に関す

ること。 

12．災害救助法による住宅の応急修理に関すること。 

13. 応急仮設住宅入居者の選考に関すること。 

14．災害時要援護者に対する支援及び避難誘導に関すること。 

15．その他被災者の福祉に関すること。 

保育園班

(こども課) 

(子育て支援

室) 

１．保育園児等の避難及び救護に関すること。 

２．被災児童の保育環境の整備に関すること。 

３．児童福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４．その他被災児童の福祉に関すること。 

保健班 

（健康課） 

１．防疫対策の樹立及び要員の動員計画に関すること。 

２．感染症の予防に関すること。 

３．医療機関及び厚生センターとの連絡調整に関すること。 

４．避難所収容者に対する生活指導に関すること。 

５．被災者に対する国民健康保険の特別措置に関すること。 

６．その他被災者の健康に関すること。 
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・組織名の変更

・組織名の変更

・組織名の変更

産業経済

部 

農政班 

(農政課) 

（農業委員会

事務局） 

１．主要食糧の確保及び調達に関すること。 

２．農業関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 

３．農林金融に関すること。 

４．農作物種苗及び生産資材の緊急斡旋に関すること。 

５．畜産業の被害調査並びに応急対策に関すること。 

６．家畜の感染症予防及び防疫に関すること。 

７．農地、溜池及び用排水路等農業用施設の被害調査並び 

に応急対策に関すること。 

８．災害応急工事並びに工事用資材の調達に関すること。 

９．部内の連絡調整に関すること。 

10．その他農業、農業土木の災害対策に関すること。 

11．その他部内他班に属しないこと。 

林政班 

(林政課) 

１．林産物の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．治山・林道施設の災害復旧に関すること。 

３．山くずれ・崖くずれ等の予防応急対策に関すること。 

４．雪崩対策及び雪崩の危険防止に関すること。 

５．その他森林の災害対策に関すること。 

商工班 

(商工課) 

(企業誘致 

推進室) 

１．商業施設及び商工業事業所等の被害調査並びに応急対策に関 

  すること。 

２．中小企業に対する復旧資金の斡旋並びに助成に関すること。 

３．商工業関係資材の緊急輸送手配の総括に関すること。 

４．その他商工業の災害対策に関すること。 

観光班

（観光課）

１．観光施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．ボランティア等の宿泊施設の確保に関すること。 

３．その他観光業の災害対策に関すること。 

建設部 

土木班 

（土木課） 

(利賀ダム対策

室) 

１．道路障害物の除去等、道路交通の確保に関すること。 

２．道路・橋梁の被害調査並びに応急対策に関すること。 

３．土木建設業者との連絡に関すること。 

４．災害応急工事並びに工事用資材の調達に関すること。 

５．除雪対策に関すること。 

６．水害の被害調査並びに応急対策に関すること。 

７．河川堤防等の被害調査並びに応急対策に関すること。 

８．水防活動に関すること。 

９．水防団体との連絡調整に関すること。 

10．道路規制等について関係機関との連絡調整に関すること。 

11．その他道路、橋梁、河川の災害対策に関すること。 

12．部内の連絡調整に関すること。 

13．その他部内他班に属しないこと。 

都市計画班

(都市計画課) 

１．都市計画施設・公園緑地等の被害調査並びに応急対策 

に関すること。 

２．応急仮設住宅の建設及び管理に関すること。 

３．一般住宅の応急復旧の相談･指導に関すること。 

４．公営住宅の被害調査並びに応急対策に関すること。 

５．住宅に関する特別融資に関すること。 

６．その他都市計画施設、住宅の災害対策に関すること。 

下水道班

(上下水道課) 

１．水道施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．給水計画に関すること。 

３．水道災害復旧用資材の調達に関すること。 

４．飲料水の供給に関すること。 

５．その他水道施設の災害対策に関すること。 

１．下水道施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．下水道災害復旧用資材の調達に関すること。 

３．その他下水道施設の災害対策に関すること。 

産業経済

部 

農政班 

(農政課) 

（農業委員会

事務局） 

１．主要食糧の確保及び調達に関すること。 

２．農業関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 

３．農林金融に関すること。 

４．農作物種苗及び生産資材の緊急斡旋に関すること。 

５．畜産業の被害調査並びに応急対策に関すること。 

６．家畜の感染症予防及び防疫に関すること。 

７．農地、溜池及び用排水路等農業用施設の被害調査並びに応急対

策に関すること。 

８．災害応急工事並びに工事用資材の調達に関すること。 

９．部内の連絡調整に関すること。 

10．その他農業、農業土木の災害対策に関すること。 

11．その他部内他班に属しないこと。 

林政班 

(林政課) 

１．林産物の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．治山・林道施設の災害復旧に関すること。 

３．山くずれ・崖くずれ等の予防応急対策に関すること。 

４．雪崩対策及び雪崩の危険防止に関すること。 

５．その他森林の災害対策に関すること。 

商工班 

(商工課) 

(企業誘致 

推進室) 

１．商業施設及び商工業事業所等の被害調査並びに応急対策に関す

ること。 

２．中小企業に対する復旧資金の斡旋並びに助成に関すること。 

３．商工業関係資材の緊急輸送手配の総括に関すること。 

４．その他商工業の災害対策に関すること。 

観光施設班

（交流観光ま

ちづくり課）

１．観光施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．ボランティア等の宿泊施設の確保に関すること。 

３．その他観光業の災害対策に関すること。 

建設部 

土木班 

（土木課） 

(利賀ダム対策

室) 

１．道路障害物の除去等、道路交通の確保に関すること。 

２．道路・橋梁の被害調査並びに応急対策に関すること。 

３．土木建設業者との連絡に関すること。 

４．災害応急工事並びに工事用資材の調達に関すること。 

５．除雪対策に関すること。 

６．水害の被害調査並びに応急対策に関すること。 

７．河川堤防等の被害調査並びに応急対策に関すること。 

８．水防活動に関すること。 

９．水防団体との連絡調整に関すること。 

10．道路規制等について関係機関との連絡調整に関すること。 

11．その他道路、橋梁、河川の災害対策に関すること。 

12．部内の連絡調整に関すること。 

13．その他部内他班に属しないこと。 

住宅対策班

(都市計画課) 

１．都市計画施設・公園緑地等の被害調査並びに応急対策に関する

こと。 

２．応急仮設住宅の建設及び管理に関すること。 

３．一般住宅の応急復旧の相談･指導に関すること。 

４．公営住宅の被害調査並びに応急対策に関すること。 

５．住宅に関する特別融資に関すること。 

６．その他都市計画施設、住宅の災害対策に関すること。 

上下水道班

(上下水道課) 

１．水道施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．給水計画に関すること。 

３．水道災害復旧用資材の調達に関すること。 

４．飲料水の供給に関すること。 

５．その他水道施設の災害対策に関すること。 

１．下水道施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．下水道災害復旧用資材の調達に関すること。 

３．その他下水道施設の災害対策に関すること。 
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・組織名の変更

・要介護者班（地域包括

課）の分掌事務を追加

・誤りの訂正（※教育部

が重複）

経理部 

会計班

（会計課） 

（検査室） 

(監査委員事務

局) 

１．災害救助資金等の出納に関すること。 

２．義援金などの出納保管に関すること。 

３．応援救助物資の調達に関すること。 

４．その他会計処理に関すること。 

地域包括

医療・ケア

部 

医療救護班 

（医療課） 

１．災害救助法に基づく医療及び助産の実施に関すること。 

２．救護所の開設及び応急措置に関すること。 

３．災害対策用衛生材料及び医薬品に関すること。 

４．医療救護機関の指導統制に関すること。 

５．近隣公立医療機関の連携に関すること。 

６．病院の災害対策に関すること。 

７．その他医療救護に関すること。 

教育部

教育部 

教育総務班 

(教育総務課) 

１．教職員の動員に関すること。 

２．被災教職員の措置に関すること。 

３．教育関係施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

４．児童・生徒の安全確保に関すること。 

５．児童・生徒の被災状況の調査に関すること。 

６．罹災児童・生徒への学用品等の支給に関すること。 

７．罹災児童・生徒の学校給食及び健康管理に関すること。 

８．教育関係機関及びＰＴＡ等教育関係団体との連絡調整に関する

こと。 

９．部内の連絡調整に関すること。 

10．その他学校教育における災害対策に関すること。 

11．その他部内他班に属しないこと。 

生涯学習 

スポーツ班 

(生涯学習 

スポーツ課) 

１．社会教育団体及び社会体育団体との連絡調整に関すること。 

２．社会教育施設及び社会体育施設の被害調査並びに応急対策に

関すること。 

３．その他社会教育施設及び社会体育施設の災害対策に関するこ

と。 

文化世界遺産班

(文化世界遺産

課) 

１．文化財の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．その他文化施設の災害対策に関すること。 

議事部 
議会班 

(議会事務局) 

１．市議会議員との連絡に関すること。 

２．見舞い及び視察者等の対応に関すること。 

３．議会の災害対応に関すること。 

消防部 

消防総務班 

(消防本部 

総務課) 

１．住民の避難及び誘導に関すること。 

２．災害情報の収集及び連絡に関すること。 

３．災害対策本部と部内各班との連絡調整に関すること。 

４．消防資機材・物資の調達に関すること。 

５．報道機関等への災害情報の提供に関すること。 

６．消防部内の連絡調整に関すること。 

７．その他の消防に関すること。 

予防班 

(消防本部 

予防課) 

１．出火防止等災害広報の実施に関すること。 

２．災害の原因及び損害調査に関すること。 

３．災害状況の調査、記録、資料作成に関すること。 

４．危険物等の処理に関すること。 

経理部 

救助物資班

（会計課） 

（検査室） 

(監査委員事務

局) 

１．災害救助資金等の出納に関すること。 

２．義援金などの出納保管に関すること。 

３．応援救助物資の調達に関すること。 

４．その他会計処理に関すること。 

地域包括

医療・ケア

部 

医療救護班 

（医療課） 

１．災害救助法に基づく医療及び助産の実施に関すること。 

２．救護所の開設及び応急措置に関すること。 

３．災害対策用衛生材料及び医薬品に関すること。 

４．医療救護機関の指導統制に関すること。 

５．近隣公立医療機関の連携に関すること。 

６．病院の災害対策に関すること。 

７．その他医療救護に関すること。 

要介護者班

（地域包括課）

１．要介護者に対する支援及び避難誘導に関すること。

２．所管介護保険施設への支援に関すること。

３．その他要介護者の福祉に関すること。

教育部 

教育総務班 

(教育総務課) 

１．教職員の動員に関すること。 

２．被災教職員の措置に関すること。 

３．教育関係施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 

４．児童・生徒の安全確保に関すること。 

５．児童・生徒の被災状況の調査に関すること。 

６．罹災児童・生徒への学用品等の支給に関すること。 

７．罹災児童・生徒の学校給食及び健康管理に関すること。 

８．教育関係機関及びＰＴＡ等教育関係団体との連絡調整に関する

こと。 

９．部内の連絡調整に関すること。 

10．その他学校教育における災害対策に関すること。 

11．その他部内他班に属しないこと。 

生涯学習 

スポーツ班 

(生涯学習 

スポーツ課) 

１．社会教育団体及び社会体育団体との連絡調整に関すること。 

２．社会教育施設及び社会体育施設の被害調査並びに応急対策に関

すること。 

３．その他社会教育施設及び社会体育施設の災害対策に関するこ

と。 

文化世界遺産班

(文化世界遺産

課) 

１．文化財の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２．その他文化施設の災害対策に関すること。 

議事部 
議会班 

(議会事務局) 

１．市議会議員との連絡に関すること。 

２．見舞い及び視察者等の対応に関すること。 

３．議会の災害対応に関すること。 

消防部 

消防総務班 

(消防本部 

総務課) 

１．住民の避難及び誘導に関すること。 

２．災害情報の収集及び連絡に関すること。 

３．災害対策本部と部内各班との連絡調整に関すること。 

４．消防資機材・物資の調達に関すること。 

５．報道機関等への災害情報の提供に関すること。 

６．消防部内の連絡調整に関すること。 

７．その他の消防に関すること。 

予防班 

(消防本部 

予防課) 

１．出火防止等災害広報の実施に関すること。 

２．災害の原因及び損害調査に関すること。 

３．災害状況の調査、記録、資料作成に関すること。 

４．危険物等の処理に関すること。 
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警防班 

(消防本部 

警防課) 

１．消防指揮本部の設置・運営に関すること。 

２．災害活動方針の策定に関すること。 

３．災害活動の指揮及び指導に関すること。 

４．消防部隊活動の統制的運用に関すること。 

５．活動資機材の運用に関すること。 

６．非常招集及び部隊編成に関すること。 

通信指令班 

(消防本部 

通信指令課) 

１．通信運用及び管理統制に関すること。 

２．活動関係機関との連絡調整に関すること。 

３．消防応援要請等に関すること。 

４．気象警報等の情報収集、伝達に関すること。 

５．救急病院等の収容体制の把握に関すること。 

消防署班 

(消防署) 

１．消防現場指揮本部の設置・運営に関すること。 

２．火災・救急及び救助出動に関すること。 

３．水防活動の動員計画に関すること。 

４．消防団との連絡調整に関すること。 

５．被災住民の避難協力に関すること。 

消防団班 

(消防団 

本部) 

１．消防・水防活動に関すること。 

２．被災者の救急救助に関すること。 

３．地域住民の避難誘導に関すること。 

４．危険箇所の巡視・警戒に関すること。 

５．被災地の警備に関すること。 

６．その他消防団の活動に関すること。 

※ 各班の所掌事務にかかわらず人命救助を優先するものとし、総力をあげて人命救助の体制をとるものとす

る。 

※ 被災地の行政センター職員は現地災害対策本部員となる。 

※ 被災地以外の行政センター職員は各班の応援にあたる。 

※ 各部の活動拠点は各部のある庁舎とする。本部員は対策本部（福野庁舎）において各部の指揮を執る。 

※  各班の共通の所掌事務は次のとおりとする。 

１．災害関係情報の収集に関すること。 

２．被害状況の調査に関すること。 

３．関係自治会等への災害関係情報の伝達に関すること。 

４．国・県各機関への被害状況等の報告、通報に関すること。 

５．他班の応援に関すること。

警防班 

(消防本部 

警防課) 

１．消防指揮本部の設置・運営に関すること。 

２．災害活動方針の策定に関すること。 

３．災害活動の指揮及び指導に関すること。 

４．消防部隊活動の統制的運用に関すること。 

５．活動資機材の運用に関すること。 

６．非常招集及び部隊編成に関すること。 

通信指令班 

(消防本部 

通信指令課) 

１．通信運用及び管理統制に関すること。 

２．活動関係機関との連絡調整に関すること。 

３．消防応援要請等に関すること。 

４．気象警報等の情報収集、伝達に関すること。 

５．救急病院等の収容体制の把握に関すること。 

消防署班 

(消防署) 

１．消防現場指揮本部の設置・運営に関すること。 

２．火災・救急及び救助出動に関すること。 

３．水防活動の動員計画に関すること。 

４．消防団との連絡調整に関すること。 

５．被災住民の避難協力に関すること。 

消防団班 

(消防団 

本部) 

１．消防・水防活動に関すること。 

２．被災者の救急救助に関すること。 

３．地域住民の避難誘導に関すること。 

４．危険箇所の巡視・警戒に関すること。 

５．被災地の警備に関すること。 

６．その他消防団の活動に関すること。 

※ 各班の所掌事務にかかわらず人命救助を優先するものとし、総力をあげて人命救助の体制をとるものとす

る。 

※ 被災地の行政センター職員は現地災害対策本部員となる。 

※ 被災地以外の行政センター職員は各班の応援にあたる。 

※ 各部の活動拠点は各部のある庁舎とする。本部員は対策本部（福野庁舎）において各部の指揮を執る。 

※  各班の共通の所掌事務は次のとおりとする。 

１．災害関係情報の収集に関すること。 

２．被害状況の調査に関すること。 

３．関係自治会等への災害関係情報の伝達に関すること。 

４．国・県各機関への被害状況等の報告、通報に関すること。 

５．他班の応援に関すること。

１２３４５６７８９０ １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２ １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２
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第１編  総   則  （第 5節～第 8節） 

修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

・タイトル変更

・節の構成図を追加

・文言を修正して、節の

前文へ移動

第４節 南砺市の概要

第１ 地形、気象の特性

１ 概要

平成 16 年 11 月１日に、８つの町村（城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、井口村、

福野町、福光町）の合併が実現し、６万都市「南砺市」が誕生した。

２ 位置

南砺市は、富山県の南西端に位置し、北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は医

王山を介して石川県、南部は 1,000～1,700ｍ級の山岳を経て岐阜県に隣接している。本市は、

東西約 26km、南北 39km で、面積は、668.86km2 である。

３ 地勢

本市の地形は、総面積の約８割が白山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連な

る山々に源を発して、庄川や小矢部川の急流河川が北流するなど、すぐれた自然景観を残し

ており、本市北部の平野では、水田地帯の中に美しい「散居村」の風景が広がり、独特の集

落景観を形成している。

４ 気象

本地域は、典型的な日本海式気候であり、冬は寒く降水・降雪量が多い地域である。

第５節  南砺市の自然条件・社会条件

【第 5節の構成】

１ 位置

２ 地勢

３ 気象

第２ 社 会 的 条 件

２ 人口

４ 地質、地盤

地 形 、 気 象 の 特 性第１

１ 産業

南砺市は、平成 16年 11月１日に、８つの町村（城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、

井口村、福野町、福光町）の合併により誕生した人口約 5.5 万人の自然豊かな都市である。 

第１ 地理的・自然的条件 

１ 位置 

南砺市は、富山県の南西端に位置し、北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は医

王山を介して石川県、南部は 1,000～1,700ｍ級の山岳を経て岐阜県に隣接している。本市は、

東西約 26km、南北 39km で、面積は、668.86 ㎢である。 

２ 地勢 

本市の地形は、総面積の約８割が白山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連な

る山々に源を発して、庄川や小矢部川の急流河川が北流するなど、すぐれた自然景観を残し

ている。また本市北部の平野では、水田地帯の中に美しい「散居村」の集落が広がり、独特

の集落景観を形成している。 

３ 気象 

本市は、典型的な日本海式気候であり、冬は寒く降水・降雪量が多い地域である。 

本市の城端、平、上平、利賀、福光の各地区は、特別豪雪地帯に指定されており、山間部
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本地域の城端、平、上平、利賀、福光の各地区は、特別豪雪地帯に指定されており、山間

部では最深積雪量が３ｍを超えることもある。

また、春先には日本付近を発達した低気圧が頻繁に通り、フェーン現象を招来させ、20m
前後の乾燥した温かい強風が吹く。夏に変わる頃の梅雨期は、高温多湿でしばしば豪雨をも

たらし、秋の台風期にはいくつかの風害・水害をもたらしている。

では最深積雪量が３ｍを超えることもある。 

また、春先には発達した低気圧が日本付近を頻繁に通ることにより、フェーン現象を招来

し、風速 20m 前後の乾燥した温かい強風が吹く。夏に変わる頃の梅雨期は、高温多湿でしば

しば豪雨をもたらし、秋の台風期にはいくつかの風害・水害をもたらしている。 

・タイトル変更 第２ 地質、地盤の特性

１ 地質

県南西部に位置する本地域の地層は、新生代新第三紀の火山岩類が帯状に広く分布してい

る。地盤に含まれる岩石は、花崗岩・流紋岩などの火成岩であり、硬くて浸食されやすい岩

石のため、急峻な地形をつくる原因となっている。礫岩・砂岩の堆積岩の薄い層も広がるが、

この層は浸食に弱く崩れやすいので、平坦地をつくることも多い。

庄川沿いには河岸段丘が狭いながらも点在している。なお、城端から上梨集落を通り、庄

川を直角に横切って人形山方向へと延びる大断層「城端・上梨断層」が南北方向に延びてい

る。

（１）飛騨変成岩

飛騨変成岩は、６億年前よりさらに古い時代（先カンブリア時代）にできたとされる岩

石であり、平でも見ることができる。各種の片麻岩や結晶質石灰岩など、いろいろな変成

岩が混じっているため、飛騨変成岩類とも呼ばれるが、平で見られるものは結晶質石灰岩

で、レンズ状に狭い地域にのみ分布している。

（２）庄川花崗岩

庄川沿岸の利賀村栃原の南より下梨まで、広く花崗岩が分布しており、「庄川花崗岩」と

も呼ばれている。古生代末から中生代初期のマグマの活動による深成岩であり、風化され

やすく、祖山・大崩島などの山崩れも、庄川花崗岩が原因となっている。

（３）大美山層群

城端・上梨断層より西側には、流紋岩や石英はん岩が広がっている。平から上平、小矢

部川上流地域と広く分布し、｢大美山層群｣と呼ばれている。流紋岩、石英はん岩などの火

成岩の他に、火山噴出物が堆積した凝灰岩や角礫凝灰岩も多く、いずれも硬いが、もろい

一面があり、角張って割れ、分布地では角礫の岩屑も多い。新生代古第三紀、約 6,000 万

年前頃にできた岩石である。

（４）楡原累層

梨谷トンネルの下梨側出口に広く見られる砂岩や泥岩、細尾峠付近に長く続く礫岩、こ

れらの堆積岩は、「楡原累層」と呼ばれている。楡原累層は、礫岩・砂岩・泥岩などの堆積

岩なので浸食されやすく、厚く堆積している所では崩れて平坦地をつくる場合も多い。新

生代新第三紀の初期、約 2,000 万年前に堆積したものである。

（５）岩稲累層

1,500 万年前頃日本列島は、激しい海底火山活動が続き、安山岩や凝灰岩・凝灰角礫岩な

どが大量に形成された。高清水山地や人形山を中心に、広く分布する安山岩質の岩石はこ

のようにして出来たものであるが、この時の海底火山噴出物は「岩稲累層」と呼ばれてい

４ 地質、地盤 

県南西部に位置する本市の地層は、新生代新第三紀の火山岩類が帯状に広く分布している。

地盤に含まれる岩石は、花崗岩・流紋岩などの火成岩であり、硬くて浸食されやすい岩石の

ため、急峻な地形をつくる原因となっている。礫岩・砂岩の堆積岩の薄い層も広がるが、こ

の層は浸食に弱く崩れやすいので、平坦地をつくることも多い。

庄川沿いには河岸段丘が狭いながらも点在している。なお、城端から上梨集落を通り、庄

川を直角に横切って人形山方向へと延びる大断層「城端・上梨断層」が南北方向に延びてい

る。

（１）飛騨変成岩

飛騨変成岩は、６億年前よりさらに古い時代（先カンブリア時代）にできたとされる岩

石であり、平でも見ることができる。各種の片麻岩や結晶質石灰岩など、いろいろな変成

岩が混じっているため、飛騨変成岩類とも呼ばれるが、平で見られるものは結晶質石灰岩

で、レンズ状に狭い地域にのみ分布している。

（２）庄川花崗岩

庄川沿岸の利賀村栃原の南より下梨まで、広く花崗岩が分布しており、「庄川花崗岩」と

も呼ばれている。古生代末から中生代初期のマグマの活動による深成岩であり、風化され

やすく、祖山・大崩島などの山崩れも、庄川花崗岩が原因となっている。

（３）大美山層群

城端・上梨断層より西側には、流紋岩や石英はん岩が広がっている。平から上平、小矢

部川上流地域と広く分布し、｢大美山層群｣と呼ばれている。流紋岩、石英はん岩などの火

成岩の他に、火山噴出物が堆積した凝灰岩や角礫凝灰岩も多く、いずれも硬いが、もろい

一面があり、角張って割れ、分布地では角礫の岩屑も多い。新生代古第三紀、約 6,000 万

年前頃にできた岩石である。

（４）楡原累層

梨谷トンネルの下梨側出口に広く見られる砂岩や泥岩、細尾峠付近に長く続く礫岩、こ

れらの堆積岩は、「楡原累層」と呼ばれている。楡原累層は、礫岩・砂岩・泥岩などの堆積

岩なので浸食されやすく、厚く堆積している所では崩れて平坦地をつくる場合も多い。新

生代新第三紀の初期、約 2,000 万年前に堆積したものである。

（５）岩稲累層

1,500 万年前頃日本列島は、激しい海底火山活動が続き、安山岩や凝灰岩・凝灰角礫岩な

どが大量に形成された。高清水山地や人形山を中心に、広く分布する安山岩質の岩石はこ

のようにして出来たものであるが、この時の海底火山噴出物は「岩稲累層」と呼ばれてい
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る。

（６）河岸段丘堆積物

庄川の両岸の平坦地は礫層からでき、その厚さは 10～20 メートルにも達し、円礫が主で、

かつての川床であることを示している。礫層の礫は流紋岩・片麻岩・花崗岩が大半で、充

填物は泥質の砂でしまりが良い。祖山トンネル北部の丘陵地にまとまって分布する。

（７）崖錐堆積物

本地域の山間部は急傾斜が多いので、崖崩れがあり、崖錐堆積物も自立つ。

花崗岩地帯のものは、真砂化がほとんど見られず、角礫の岩屑となっている。安山岩地

帯は巨礫や大礫が砂質シルトの充填物の中に点在している。しまりは悪く大量の土砂移動

による災害が考えられる。小矢部川平野部の河川底部に見られる地層である。

る。

（６）河岸段丘堆積物

庄川の両岸の平坦地は礫層からでき、その厚さは 10～20 メートルにも達し、円礫が主で、

かつての川床であることを示している。礫層の礫は流紋岩・片麻岩・花崗岩が大半で、充

填物は泥質の砂でしまりが良い。祖山トンネル北部の丘陵地にまとまって分布する。

（７）崖錐堆積物

本市の山間部は急傾斜が多いので、崖崩れがあり、崖錐堆積物も目立つ。

花崗岩地帯のものは、真砂化がほとんど見られず、角礫の岩屑となっている。安山岩地

帯は巨礫や大礫が砂質シルトの充填物の中に点在している。しまりは悪く大量の土砂移動

による災害が考えられる。小矢部川平野部の河川底部に見られる地層である。

・タイトル番号を変更 第３ 社会条件

１ 産業

産業別就業人口の構成は、第１次、第２次産業の就業率が減少し、平成 12 年には第２次産

業と第３次産業の就業人口が初めて逆転した。市内の産業構造は、平野部と山間部では異な

り、平野部はアルミニウム関連、橋梁建設、建築建材、機械製造を中心とした製造業、山間

部では建設業や観光施設などのサービス業の就業割合が高くなっている。

また、安土桃山時代から続く絹織物、300 人の彫刻師を抱える日本一の木彫刻産業、また、

多くのプロ野球選手が愛用している木製バットの製造など、地場産業の振興にも力を入れて

いる。

農業では、豊かな水と肥沃な土から生産される美味しい米の産地であるほか、干し柿、里

芋、チューリップ球根など、山間地では、地域の特性を活かしたそば、赤かぶづくりが盛ん

になっている。

２ 人口

平成 12 年の国勢調査によると、８つの旧町村の人口は 60,182 人、世帯数は 16,892 世帯、

１世帯当たり 3.56 人となっている。平成７年の調査に比べて、世帯数はほぼ横ばいであるが、

人口は減少している。

また、年齢階級別人口割合は、年少人口は全体の 13.5％、老年人口は 25.6％と少子・高齢

社会となっている。

■人口・世帯数の推移（旧８町村計）

年 度 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年
富山県 

(平成 15年)

人口（人） 66,422 65,113 62,965 60,182 58,980 1,116,926

総世帯数（世帯） 16,330 16,598 17,005 16,892 17,154 361,464

世帯人員(人/世
帯) 

4.07 3.92 3.70 3.56 3.44 3.09

第２ 社会的条件 

１ 産業 

平成 22 年の国勢調査による産業別就業人口の構成は、第１次産業が 1,867 人（6.7％）、第

２次産業が 10,830 人（38.7％）、第 3 次産業が 15,307 人（54.6％）となっている。市内の産

業構造は、平野部と山間部では異なり、平野部はアルミニウム関連、橋梁建設、建築建材、

機械製造を中心とした製造業、山間部では建設業や観光施設などのサービス業の就業割合が

高くなっている。

また、安土桃山時代から続く絹織物、300 人の彫刻師を抱える日本一の木彫刻産業、また、

多くのプロ野球選手が愛用している木製バットの製造など、地場産業の振興にも力を入れて

いる。

農業では、豊かな水と肥沃な土から生産される美味しい米の産地であるほか、干し柿、里

芋、チューリップ球根など、山間地では、地域の特性を活かしたそば、赤かぶづくりが盛ん

になっている。

２ 人口 

平成 22 年の国勢調査によると、市の人口は 54,724 人、世帯数は 16,930 世帯、１世帯当た

り 3.23 人となっている。平成 12 年の調査に比べて、世帯数はやや増加し、人口は減少して

いる。

また、平成 22 年の年齢階級別人口割合は、15 歳未満の年少人口が全体の 11.8％、65 歳以

上の老年人口が 31.1％を占め、平成 12 年の調査に比べて、年少人口割合の減少、老年人口割

合の増加が顕著に見られ、人口構成の少子・高齢化がますます進行している。

■南砺市の人口・世帯数の推移

年 度 平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17 年 平成 22 年
富山県

(平成 22年)

人口（人） 65,113 62,965 60,182 58,980 54,724 1,093,247

総世帯数（世帯） 16,598 17,005 16,892 17,154 16,930 383,439

世帯人員(人/世
帯) 

3.92 3.70 3.56 3.44 3.23 2.85

資料：国勢調査
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・県計画に合わせ、項目

（社会構造の変化へ

の対応）を追加

第６節  社会構造の変化への対応

近年、都市化、高齢化、国際化、情報化等社会構造の変化により災害脆弱性の高まりがみ

られ、市及び防災関係機関等は、これらの変化に十分配慮しつつ防災対策を推進する必要が

ある。

とりわけ、次に掲げるような変化については、十分な対応を図ることが肝要である。

１  都市構造の変化 

市街地の拡大に伴って、旧市街地の一部では老朽化が進んでおり、こうした状況は、災害

時における被災人口の増大、火災の多発、延焼地域の拡大等、被害拡大の社会的要因となっ

ている。

２  生活環境の変化 

ライフライン、コンピューター、情報通信ネットワーク、交通ネットワーク等への依存度

の増大が見られるが、これらの災害発生時の被害は、日常生活、産業活動に深刻な影響をも

たらす。

このため、これらの施設の耐災化を進めるとともに、補完的機能の充実が必要である。

３  コミュニティ活動の停滞 

都市化の進展等により、特に市街地においては地域の連帯感が希薄化し、自治会活動をは

じめとした地域コミュニティ活動の停滞が指摘されている。地域において、被害を少しでも

軽減するには、「みんなのまちはみんなで守る」という地域における事業所や住民一人ひとり

の防災意識の向上とともに、自主防災組織の育成等により、地域における防災行動力の向上

が必要である。

４  災害時要援護者の増加 

高齢者（とりわけ一人暮らしの高齢者）、障害者、外国人等の災害時要援護者が増加してい

ることから、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対策等防災の様々

な場所において、災害時要援護者に配慮したきめ細かな施策を、他の福祉施策との連携の下

に行う必要がある。

５  男女共同参画の視点を取り入れた防災 

男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災

の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する

必要がある。

・タイトル変更

・文言を修正し、節の前文

第４ 災害の想定（地震以外の災害）

１ 災害の想定

第７節  災害の想定 

南砺市の気候、地勢・地質、災害履歴等から、本市における災害は、以下のように想定さ
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にする

・「なお、」以下は、点在す

る集落の孤立化の危険

性についても想定内と

しておく必要があるこ

とを記述

・節の構成図を追加

・「風水害編」「雪害編」「火

災編」「震災編」「事故

災害編」に合わせて、

タイトル及び構成を変

更

南砺市の地勢及び合併前の旧町村での災害状況から推察すると、本市における一般的な災

害の想定として、次のようなものが考えられる。なお、市域は広く各地区においても点在す

る集落が存在するため、災害の発生時に孤立する危険性が高く、孤立化への対応策を検討す

る必要があると考えられる。

２ 水害

山間地域では、急流をなしている中小の渓谷が集中豪雨時の土石流による被害、あるいは

河岸の浸食決壊、用排水路の溢水等による被害、これらに起因する道路の決壊やがけ崩れな

ど、副次的な災害の発生によって集落が孤立する可能性がある。

平野部においては、小矢部川、山田川、旅川、大井川、大門川等、過去に氾濫を繰り返し

ている河川があり、河川改修等の治水対策が進められている。特に、この地域の河川は、南

砺山ろくの用排水路の性格を有しており、上流地域での集中豪雨などにも警戒が必要である。

３ 雪害

山間地域では、豪雪年には４メートルに達する積雪がある。特に、連続降雪期には集落間

の徒歩連絡等も不可能となるため、孤立する危険性が高い。降雪期における表層雪崩（通称

あわ雪崩）、融雪期の全層雪崩による交通機関の麻痺、家屋や施設の被害が発生しており、警

戒が必要である。

平野部においても、豪雪時には多量の降雪をもたらし、交通機関の麻痺、家屋や施設への

被害が発生している。

４ 火災

春期のフェーン現象時や台風期に山間を縫って吹く風、又は河川に沿って吹く強風によっ

て、山林火災などが広く延焼し大災害につながるおそれがある。火災の原因は、火気取扱の

れる。

なお、本市は区域が広い上に点在する集落が存在するため、災害の発生時に孤立化する危

険性が高いことも十分想定しておく必要がある。

【第 7 節の構成】

２ 過去の地震

２ 水害

１ 風害

３ 土砂災害

３ 地震の想定

４ 被害の想定

第２ 雪 害 の 想 定

第３ 火 災 の 想 定

第４ 地 震 災 害 の 想 定

第１ 風 水 害 の 想 定

１ 活断層

２ 道路事故災害

３ 危険物等事故災害

４ 原子力事故災害

第５ そ の 他 事 故 災 害 の 想 定

１ 鉄道事故災害

第 1  風水害の想定

１  風害 

春先の低気圧のもたらす風とともに、夏から秋にかけて襲来する台風は、南風となってフ

ェーン現象を誘発し、空気が乾燥して火災の起こりやすい状態となる。又、台風のコースに

よって北西の風が吹く時は、建物や農作物に大きな被害が発生する。

２  水害 

山間地域では、急流をなしている中小の渓谷が集中豪雨時の土石流による被害、あるいは

河岸の浸食決壊、用排水路の溢水等による被害、これらに起因する道路の決壊やがけ崩れな

ど、副次的な災害の発生によって集落が孤立する可能性がある。

平野部においては、小矢部川、山田川、旅川、大井川、大門川等、過去に氾濫を繰り返し

ている河川があり、河川改修等の治水対策が進められている。特に、この地域の河川は、南

砺山ろくの用排水路の性格を有しており、上流地域での集中豪雨などにも警戒が必要である。

３ 土砂災害 

山間地域では、地滑り、山崩れ等の土砂災害が、集中豪雨や雪崩等の発生によって誘発さ

れる危険性が高い。土砂災害指定地域も多く、風水害や地震の際は注意が必要である。

第 2  雪害の想定
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・削除（※災害の大分類に

属さない） (※文章の内

容は、第 6 節の 1．2．
で記載済)

不注意や不始末といった過失によるものが多く、火気取扱時の注意が必要である。

住宅の密集化、建築様式の多様化、化学合成建材の普及等により、発生した火災が大きな

災害につながる危険性が高まってきている。

５ 土砂災害

山間地域では、地滑り、山崩れ等の土砂災害が、集中豪雨や雪崩等の発生によって誘発さ

れる危険性が高い。土砂災害指定地域も多く、風水害や地震の際は注意が必要である。

６ 風害

春先の低気圧のもたらす風とともに、夏から秋にかけて襲来する台風は、南風となってフ

ェーン現象を誘発し、空気が乾燥して火災の起こりやすい状態となる。又、台風のコースに

よって北西の風が吹く時は、建物や農作物に大きな被害が発生する。

７ 都市型災害

これまでは、災害の多くが自然現象によってもたらされた。しかし、都市化が進む中で人

為的環境や科学技術のもたらす災害が発生するようになり、災害の多様化が進んでいる。ラ

イフラインといわれる電力、ガス、上下水道、通信等の施設が破壊されると、住民の生活が

麻痺し社会不安を発生させる要因となる。

山間地域では、豪雪年には４メートルに達する積雪がある。特に、連続降雪期には集落間

の徒歩連絡等も不可能となるため、孤立する危険性が高い。降雪期における表層雪崩（通称

あわ雪崩）、融雪期の全層雪崩による交通機関の麻痺、家屋や施設の被害が発生しており、警

戒が必要である。

平野部においても、豪雪時には多量の降雪をもたらし、交通機関の麻痺、家屋や施設への

被害が発生している。

第 3  火災の想定

春期のフェーン現象時や台風期に山間を縫って吹く風、又は河川に沿って吹く強風によっ

て、山林火災などが広く延焼し大災害につながるおそれがある。火災の原因は、火気取扱の

不注意や不始末といった過失によるものが多く、火気取扱時の注意が必要である。

住宅の密集化、建築様式の多様化、化学合成建材の普及等により、発生した火災が大きな

災害につながる危険性が高まってきている。

（※削除）

第５ 地震の被害想定

１ 地震被害の想定

県が平成７年度から 12年度にかけて実施した地震調査報告書に基づき、活断層などの状況、

家屋、ライフライン及び人的被害の状況についてまとめる。調査では、『跡津川断層』、『法林

寺断層』及び『呉羽山断層』を想定地震断層とし、直下型地震が発生した場合に被害がどの

程度予想されるのか等について検討されている。

第 4  地震災害の想定

東日本大震災（2011 年 3 月）の教訓を踏まえ、科学的知見に基づき、本市にとってあらゆ

る可能性を考慮した最大級の地震及び災害を想定する。

地震には、海溝型地震と内陸型地震があるが、過去の記録から、本市に大きな影響を及ぼ

すおそれのある地震は、跡津川断層、呉羽山断層、法林寺断層(砺波平野断層帯西部)、高清水

断層（砺波平野断層帯東部）などの大規模な活断層による内陸の直下型地震が考えられる。

本計画における地震・被害想定は、これまでに富山県が実施した地震調査研究事業の結果

に基づき、呉羽山断層、跡津川断層、法林寺断層(砺波平野断層帯西部)を震源とする地震が発

生した場合を前提に行う。今後高清水断層（砺波平野断層帯東部）を震源とする被害想定の

検討調査が実施され、従来の被害想定を上回る結果が出た場合には、速やかに本市の被害規

模想定を見直し、地域防災計画に反映する必要がある。

・県計画に合わせ修正

（※活断層についての

説明を追加）

２ 県内の活断層について

富山県内の活断層は、以下に示すとおりである。

１  活断層

断層とは、ある面を境に両側のずれ（くい違い）のみられる地質現象をいい、その中で、

地質時代でいう第四紀（約 180 万年前から現在の間）において繰り返し活動し、将来も活動

する可能性のあるものを特に活断層という。

活断層は、地震の発生源となりうる断層であり、地震予知の観点からその存在は特に重要

視され、各地域でその認定作業や活動履歴調査等が実施されている。
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・活断層の説明文に合わ

せて、活断層の位置図

を差替え

（※「地震調査研究推進本

部」で公表されている以

外の活断層については

情報ソースが不明のた

め、掲載対象から除外）

・南砺市及び周辺に分布

する活断層の説明を

追加

（※県計画より一部抜

粋）

■ 富山県内の活断層の分布

No 活断層名 No 活断層名 No 活断層名 No 活断層名 

1 親不知 11 法林寺 21 雪倉 31 天狗岳西斜面(群)

2 黒菱山 12 石動 22 鉢岳西斜面 32 餓鬼山西斜面 

3 不動堂 13 石動西方 23 小川 33 ガンドウ尾根 

4 石垣平 14 海老坂 24 中背山西斜面 34 大明神山斜面 

5 大浦 15 高峰山 25 一ノ越 35 赤牛岳北斜面 

6 
大沢野町八
木山 

16 牛首 26 東沢谷 
36

野口五郎岳 

一烏帽子(群) 
7 呉羽山 17 茂住 27 城端－上梨 

8 友坂 18 跡津川 28 ニツ屋川  

9 山本新 19 弥陀ケ原 29 加須良  

10 高清水 20 天狗平 30
朝 日 岳 南 斜 面
(群) 

跡津川活断層は、比較的活動度が高いとされている活断層で、平均変位速度が県下で最も

大きい活断層である。

全国の主要な活断層については、文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下

「地震調査研究推進本部」）において、活動間隔や次の地震の発生可能性等（場所、規模、発

生確率）を評価し、随時公表している。

現在公表されている富山県内の活断層のうち、南砺市及び周辺に分布するものは、以下に

示すとおりである。 

■南砺市及び周辺に分布する富山県内の活断層 

（※図は、「地震調査研究推進本部」の公表資料に基づき、南砺市で作成）

（１）跡津川断層帯

跡津川断層帯は、富山県中新川郡立山町から旧大山町、岐阜県飛騨市を経て大野郡白川

村に至る断層帯である。全体の長さは約 69 ㎞で、ほぼ東北東－西南西方向に延びる。本断

層帯は、右横ずれを主体とする断層帯で、北西側隆起成分を伴う。平均的な右横ずれの速

度は約２～３ｍ／千年、最新の活動は 1858 年（安政５年）の飛越地震であったと推定さ

れる。その際には、約 4.5～８ｍの右横ずれが生じた可能性がある。また、平均活動間隔は

約 2,300 年～2,700 年と推定される。

（２）牛首断層帯

牛首断層帯は、富山県旧大山町から、旧大沢野町、旧細入村、岐阜県飛騨市、富山県南

砺市を経て、岐阜県大野郡白川村に至る断層帯である。長さは約 54 ㎞で、ほぼ北東－南

西方向に延びており、右横ずれを主体とする断層帯である。最新活動時期は 11 世紀以後、
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・地震調査研究推進本部によ

る「跡津川断層帯の長期評

価」結果(平成 16 年 9 月 8
日)に基づき、地震発生確

■各断層の概要 
断層 項 目 内   容 

跡
津
川
断
層

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 80km 以上（立山町付近～岐阜県白河村付近） 

最新活動時期 147 年前（1858 年安政大地震） 

平均変位速度 約２～３m／千年程度（県下最速） 

単位変位量 約 4.5～８m（右横ずれ） 

平均的な再来間隔 約 2,300～2,700 年 

断層諸元 

西傾斜  不明 
断層の順逆不明 

活動度  クラス A 
マグニチュード   7.9 

12 世紀以前、平均活動間隔は約 5,000 年～7,100 年と推定される。

（３）砺波平野断層帯西部

砺波平野断層帯西部は、長さ約 26 ㎞で、概ね北東－南西方向に延びる。本断層帯は、

断層の北西側が南東側に対し相対的に隆起する逆断層で、石動断層と法林寺断層から構成

される。本断層帯のうち法林寺断層における平均的な上下方向のずれの速度は 0.3～0.4ｍ
／千年程度以上、最新の活動は約 6,900 年前以後、１世紀以前、平均活動間隔は約 6,000
～12,000 年もしくはこれらよりも短い間隔であったと推定される。石動断層については、

過去の活動に関する資料は得られていない。

（４）砺波平野断層帯東部

砺波平野断層帯東部は、長さ約 21 ㎞で、北北東－南南西方向に延び、高清水断層から

なる。本断層帯は、断層の南東側が北西側に対し相対的に隆起する逆断層である。平均的

な上下方向のずれの速度は 0.3～0.4ｍ／千年程度、最新の活動は約 4,300 年前以後、約

3,600 年前以前、平均活動間隔は 3,000～7,000 年程度であったと推定される。

（５）呉羽山断層帯

呉羽山断層帯は、地震調査研究推進本部の長期評価では、北東端が海域まで延びる可能

性があることから、長さ約 22 ㎞以上とされているが、平成 23 年５月に発表された「呉

羽山断層帯（海域部）成果報告書（富山大学、地域地盤環境研究所）」では、海域で実施し

た音波探査の結果、海域部分の全長 12.7 ㎞、総延長約 35 ㎞とされた。本断層帯は、断

層の北西側が南東側に対し相対的に隆起する逆断層である。平均的な上下方向のずれの速

度は 0.4～0.6ｍ／千年程度、最新の活動は約 3,500 年前以後、７世紀以前であった可能が

ある。また、既往の研究成果による直接的なデータではないが、経験則から求めた１回の

ずれの量と平均的な上下方向のずれの速度に基づくと、平均活動間隔は 3,000～5,000 年
程度であった可能性がある。

（６）庄川断層帯

庄川断層帯は、石川県金沢市東部から、富山県旧福光町、旧上平村、岐阜県大野郡白川

村、旧荘川村を経て、郡上市北部に至る断層帯で、加須良断層、白川断層、三尾河断層及

び森茂断層から構成される。全体の長さは約 67 ㎞で、ほぼ北北西－南南東に延びる。本

断層帯は左横ずれを主体とし、加須良断層では東側隆起成分、白川断層と三尾河断層では

西側隆起成分を伴う。最新活動時期は 11 世紀以後、16 世紀以前と推定され、平均活動間

隔は約 3,600～6,900 年の可能性がある。

■各断層の概要 
断層 項 目 内   容 

跡
津
川
断
層
帯

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 69km（立山町付近～岐阜県白川村付近） 

最新活動時期 155 年前（1858 年安政大地震） 

平均変位速度 約２～３m／千年程度（県下最速） 

単位変位量 約 4.5～８m（右横ずれ） 

平均的な再来間隔 約 2,300～2,700 年 

断層諸元 

西傾斜  不明 
断層の順逆不明 

活動度  クラス A 
マグニチュード   7.9 
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立等を修正

・地震調査研究推進本部によ

る「砺波平野断層帯・呉羽

山断層帯の長期評価」の結

果(平成 20 年 5 月 16 日)
に基づき、法林寺断層、高

清水断層、呉羽山断層の地

震発生確立等を修正

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 

今後 100 年以内の発生確率 
今後 300 年以内の発生確率 

0.6～１％
１～２％

２～３％
６～10％

法
林
寺
断
層

方向 北北東 ― 南南西方向 

延長、位置 13km 以上（小矢部市興法寺付近～南砺市広谷(福光)付近） 

最新活動時期 6,520～4,860 年前 

平均変位速度 0.3～0.4m／千年程度 

単位変位量 ２m程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 5,000～12,000 年 

断層諸元 

西傾斜  20～30 度前後 
逆断層 
活動度  クラス B 

マグニチュード   7.2 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率   ほぼ０～３％若しくはそれ以上 
今後 50 年以内の発生確率   ほぼ０～６％若しくはそれ以上 

今後 100 年以内の発生確率  ほぼ０～10％若しくはそれ以上 
今後 300 年以内の発生確率  ほぼ０～30％若しくはそれ以上 

高
清
水
断
層

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 約 30km 

最新活動時期 4,300～3,700 年前 

平均変位速度 0.3～0.4m／千年程度 

単位変位量 1.5m 程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 約 3,000～7,000 年程度 

断層諸元 
南東傾斜   
東側隆起の逆断層 
マグニチュード   7.3 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 
今後 100 年以内の発生確率 

今後 300 年以内の発生確率 

0.05～６％ 
0.09～10％ 
0.2～20％ 

0.7～50％ 

呉
羽
山
断
層

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 9ｋｍ程度（富山市婦中町長沢付近～富山市鵯島付近） 

最新活動時期 7,000 年前 

平均変位速度 0.4～0.6ｍ／千年程度 

単位変位量 ２m程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 3,000～5,000 年 

断層諸元 

北西傾斜 約 60 度 

逆断層 
活動度 クラスＢ 
マグニチュード   7.2 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 
今後 100 年以内の発生確率 

今後 300 年以内の発生確率 

0.6～１％
１～２％
２～３％

６～10％

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 

今後 100 年以内の発生確率 
今後 300 年以内の発生確率 

ほぼ 0％
ほぼ 0％

ほぼ 0％
ほぼ 0％

砺
波
平
野
断
層
帯
西
部(

石
動
断
層
・
法
林

寺
断
層) 

方向 北北東 ― 南南西方向 

延長、位置 26km（小矢部市興法寺付近～南砺市広谷(福光)付近） 

最新活動時期 6,520～4,860 年前 

平均変位速度 0.3～0.4m／千年程度 

単位変位量 ２m程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 6,000～12,000 年 

断層諸元 

西傾斜  20～30 度前後 
逆断層 
活動度  クラス B 

マグニチュード   7.2 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率   ほぼ 0～2％若しくはそれ以上 
今後 50 年以内の発生確率   ほぼ 0～4％若しくはそれ以上 

今後 100 年以内の発生確率  ほぼ 0～8％若しくはそれ以上 
今後 300 年以内の発生確率  ほぼ 0～20％若しくはそれ以上 

砺
波
平
野
断
層
帯
東
部(

高
清
水
断
層)

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 約 21km 

最新活動時期 4,300～3,600 年前 

平均変位速度 0.3～0.4m／千年程度 

単位変位量 1.5m 程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 約 3,000～7,000 年程度 

断層諸元 
南東傾斜   
東側隆起の逆断層 
マグニチュード   7.3 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 
今後 100 年以内の発生確率 

今後 300 年以内の発生確率 

0.04～６％ 
0.06～10％ 
0.1～20％ 

0.6～50％ 

呉
羽
山
断
層
帯

方向 北東 ― 南西方向 

延長、位置 35ｋｍ（富山市婦中町付近～富山湾沖） 

最新活動時期 7,000 年前 

平均変位速度 0.4～0.6ｍ／千年程度 

単位変位量 ２m程度（上下成分） 

平均的な再来間隔 3,000～5,000 年 

断層諸元 

北西傾斜 約 60 度 

逆断層 
活動度 クラスＢ 
マグニチュード   7.2 

地震発生確率 

今後 30 年以内の発生確率 
今後 50 年以内の発生確率 
今後 100 年以内の発生確率 

今後 300 年以内の発生確率 

0～ 5％ 
0～ 8％ 
0～20％ 

0～40％

・過去の地震記録を追加

（※県計画より、一部抜

粋）

２  過去の地震

富山県内に被害をもたらした過去の地震のうち、1858 年の安政の大地震は大きな被害をも

たらしたことが過去の古文書等により確認されている。

また、1933 年以降、富山県内の震度観測点において震度４以上を記録した地震は９回とな

っている。そのうち、2007 年の能登半島地震の際には本市でも震度４を記録している。

■富山県内で震度４以上を記録した地震一覧

発 生 年 地 震 名 マグニチ

ュード

県内の被害等 県内の震度

1933(昭和 8) 七尾湾 6.0 傷者２、氷見で土

砂崩れ、亀裂

伏木４

1944(昭和 19) 東南海 7.9 不明 富山４

1948(昭和 23) 福井 7.1 西部で被害 富山４

1952(昭和 27) 大聖寺沖 6.5 硝子破損 富山、八尾、女良４

1993(平成 5) 能登半島沖 6.6 非住家、水路、た

め池に被害

富山、伏木４
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2000(平成 12) 石川県西方沖 6.1 被害なし 小矢部４

2007(平成 19) 能登半島 6.9 重傷１、軽傷12

非住家一部損壊

５

富山、氷見、滑川、小矢部、

射水、舟橋５弱

高岡、魚津、黒部、砺波、

南砺、上市、立山、入善、

朝日４

2007(平成 19) 新潟県中越沖 6.8 軽傷１ 氷見、舟橋４

2013(平成 25) 震源(石川県

加賀地方)

4.3  小矢部 4

「理科年表」（国立天文台、平成 13 年）及び「富山県気象災異史」（富山地方気象台、富山県、昭和 45 年）

等による。

■1858 年の安政の大地震の概要 （「地震を視る」（富山県［立山博物館］、1993 年）より抜粋

・発生日時：1858 年 4月 9 日（安政 5年 2月 26 日）の真夜中

・規模：Ｍ7.0～7.1

・震源：跡津川断層とみられている

・震度５以上の地域：飛騨北部から越中、加賀に及ぶ

・富山県内での被害：県東部は震度６で、富山城の石垣・門等が破損。富山市本宮では山

崩れがあり、死者 36 名。県西部では、震度５で、高岡では地割れが生じ、寺が傾いた。

※ 常願寺川上流の立山カルデラでは、大鳶・小鳶の山崩れが起こり、湯川、真川を堰き止め、約２週間後に長野

県大町近くで発生したＭ5.7 の地震の振動で堰が崩れ、大洪水となる。その洪水による被害は、流出家屋等 1,612

戸、死者 140 人にのぼった。
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・項目を追加し、想定の

内容等について詳述

・県計画に合わせ、呉羽

山断層帯地震予測震

度分布図を差替え

① 予想震度分布

ア 跡津川断層地震

震度分布は図１のとおりである。

震源となる断層付近に位置する市南部の県境付近では震度７となる地域があるほか、

震度６以上の地域が市の山間地に集中している。

また、市の平野部は震度５以上と予測される。

イ 呉羽山断層地震

震度分布は図２のとおりである。

震源となる断層に近い市域では震度５弱が現れており、市南部は震度４以上と予測さ

れる。

３  地震の想定

地震には、海溝型地震と内陸型地震があるが、過去の記録から、本地域に大きな影響を及

ぼすおそれのある地震は、跡津川断層、呉羽山断層、法林寺断層（砺波平野断層帯西部）、高

清水断層（砺波平野断層帯東部）などの大規模な活断層による内陸の直下型地震が考えられ

る。

本計画における地震の想定は、これまでに富山県が実施した地震調査研究事業の結果に基

づき、跡津川断層、呉羽山断層帯及び法林寺断層を震源とする内陸直下型の最大級規模の地

震が発生した場合を想定する。

【予想震度分布】

ア 跡津川断層地震

震度分布は図１のとおりである。

震源となる断層付近に位置する市南部

の県境付近では震度７となる地域がある

ほか、震度６以上の地域が市の山間地に

集中している。

また、市の平野部は震度５以上と予測

される。

イ 呉羽山断層帯地震

震度分布は図２のとおりである。

震源となる断層帯に近い市北部では

震度６弱が現れており、市中部では震

度５弱、南部は震度４（一部震度３）

と予測される。

図２  呉羽山断層帯地震予測震度分布 

出典：「富山県地震被害想定等調査業務報告書」 

（平成 23 年 5 月／パシフィックコンサルタンツ㈱
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・「地震防災マップ」に

ついて追加

ウ 法林寺断層地震

震度分布は図３のとおりである。

震源となる断層に近い市域では震度６弱以上となっている。平野部が震度５強、南部

が震度５弱となっており大きな被害が予測される。

ウ 法林寺断層地震

震度分布は図３のとおりである。

震源となる断層に近い市域では震度６

弱以上となっている。平野部が震度５強、

南部が震度５弱となっており大きな被害

が予測される。

【地震防災マップ】

市では、上記の地震想定結果等に基づき、震度想定図を作成し、「地震防災マップ」とし

て公表(市内全戸配布)し、地震に対する知識や日常の備え等について普及・啓発を実施して

いる。

・東日本大震災の教訓を

踏まえ、あらゆる可能

性を考慮した最大級

の被害規模想定を行

うことを加筆

３ 被害想定について

ここでは上記の断層の内、南砺市に影響が大きい跡津川断層と法林寺断層についての被

害想定を記する。

（１）木造建物被害

震源地の断層からの距離の差により、跡津川断層地震においては山間地域の被害が大き

く、法林寺断層地震においては平野部地域の被害が大きくなっている。なお、鉄筋コンク

リート造建物については跡津川断層地震において、平地区で２棟が全半壊するのみであり、

また鉄骨造建物については、どの地震についても全壊及び半壊ともに被害はなかった。

■木造建物の被害件数

地区名 棟数（棟）
跡津川断層地震 法林寺断層地震 

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 

城端地区 9,077 0 0 6 56 

平地区 1,010 21 282 0 0 

上平地区 559 12 162 0 0 

利賀地区 607 11 170 0 0 

井波地区 7,323 0 0 10 69 

井口地区 1,272 0 0 3 12 

福野地区 14,145 0 2 6 45 

福光地区 16,278 0 0 13 131 

計 50,271 44 616 38 313 

４  被害の想定

本計画では、これまでに県が実施した地震調査研究事業の結果を踏まえ、跡津川断層、呉

羽山断層帯、法林寺断層を震源とする地震発生を前提に被害を想定する。

被害の想定にあたっては、東日本大震災（2011 年 3 月）の教訓を踏まえ、あらゆる可能性

を考慮した最大級の被害規模想定を行う。具体的には、県において上記３つの断層帯それぞ

れを震源とする最大級規模の地震発生を前提に算定された被害対象別の被害予想量のうち、

それぞれの最大値をもって本市の被害予測値として想定する。

なお、今後、高清水断層（砺波平野断層帯東部）を震源とする被害想定の検討調査が実施

され、本市に関する従来の被害想定を上回る結果が出た場合には、速やかに被害規模想定を

見直し、防災対策に反映する必要がある。
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・３つの断層帯を震源と

する各々の被害想定

結果について、被害種

別ごとに比較できる

一覧表を掲載

（※被害種別ごとに、それぞ

れの最大値をもって本市

の被害予測値として想定）

（２）非木造建物からの落下物

非木造建築物からの落下物を飛散物系及び非飛散物系に分けて想定されている。

※飛散物：カーテンウォール、ガラスブロック、タイル張り、窓ガラスなど

※非飛散物：屋上広告物、水槽、煙突、ウインド型クーラーなど

■落下物の件数

地区名 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

造棟数(棟)

鉄骨造 

棟数(棟)

跡津川断層地震 法林寺断層地震 

飛散物 非飛散物 飛散物 非飛散物

城端地区 67 1,265 58 60 58 60 

平地区 106 125 4 6 5 6 

上平地区 26 140 7 7 7 7 

利賀地区 46 148 5 5 5 5 

井波地区 220 2,399 173 160 173 160 

井口地区 27 218 11 10 11 10 

福野地区 130 1,792 94 98 94 98 

福光地区 192 2,743 139 143 139 143 

計 814 8,830 491 489 492 489 

（３）ブロック塀・石塀転倒の件数

ブロック塀・石塀の被害は、法林寺断層地震の方が大きくブロック塀で 2,291 件、石塀

で 1,004 件となっている。

■ブロック塀・石塀の転倒件数

地区名 

現況数 被害件数 

ブロック

塀 
石塀 合計

跡津川断層地震 法林寺断層地震 

ブロッ

ク塀 
石塀 合計 

ブロッ

ク塀
石塀 合計

城端地区 2,725 456 3,181 75 49 124 345 151 496 

平地区 303 49 352 19 9 28 23 12 35 

上平地区 168 28 196 14 7 21 10 7 17 

利賀地区 180 28 208 11 6 17 9 3 12 

井波地区 2,196 366 2,562 64 39 103 276 123 399 

井口地区 382 63 445 11 8 19 48 20 68 

福野地区 4,245 708 4,953 107 66 173 745 324 1,069 

福光地区 4,887 817 5,704 125 77 202 835 364 1,199 

計 15,086 2,515 17,601 426 261 687 2,291 1,004 3,295 

（４）人的被害

人的被害についてでは、死亡被害についての推定はなかった。負傷者数は、地震の振動

による木造家屋倒壊などによる被害について、跡津川断層地震では 144 人、法林寺断層地

震では 937 人となっている。火災による被害については、想定されていない。

■負傷者数

地区名 

跡津川断層地震 法林寺断層地震 
木造家屋倒

壊等の 

被害による

負傷者数 

火災による

負傷者数 

木造家屋倒

壊、及び火

災による負

傷者総数 

木造家屋倒

壊等の 

被害による

負傷者数 

火災による

負傷者数 

木造家屋倒

壊、及び火

災による負

傷者総数 

城端地区 20 0 20 134 0 134 

平地区 10 0 10 14 0 14 

上平地区 7 0 7 6 0 6 

利賀地区 7 0 7 5 0 5 

■南砺市における震源地別最大クラスの地震想定に基づく被害想定

被害種別 最大クラスの地震想定（震源地

別）に基づく被害想定

想定被害

の最大値

跡津川断

層地震 

法林寺断

層地震 

呉羽山断

層地震

木造建物の被害

件数 

全壊棟数（棟数） 44 38 49 49

半壊棟数（棟数） 616 313 16,038 16,038

非木造建物から

の落下物の件数 

飛散物 491 492 － 492

非飛散物 489 489 － 489

合計 980 981 0 981

ブロック塀・石塀

等の転倒件数 

ブロック塀 426 2,291 119 2,291

石塀 261 1,004 20 1,004

ブロック塀・石塀合計 687 3,295 139 3,295

自動販売機 － － 31 31

道路の被害箇所

数 

被害箇所数 57 44 － 57

被害率（箇所/km） 0.04 0.03 － 0.04

上水道の被害箇

所数 

被害箇所数 25 122 － 122

被害率（箇所/km） 0.04 0.18 － 0.18

下水道の被害箇

所数 

被害箇所数 6 29 － 29

被害率（箇所/km） 0.02 0.09 － 0.09

負傷者数 木造家屋倒壊等の被

害による負傷者数 

144 937 － －

火災による負傷者数 0 0 － －

合計 144 937 1,118 1,118

死者数  － － 1 1

避難所避難者数  － － 9,457 9,457

※跡津川断層地震及び法林寺断層地震を震源とする被害想定は平成 9 年度に、また呉羽山断層帯を

震源とする被害想定は平成 23 年度に、いずれも県で実施されたものであるが、調査手法が同一

ではないことから、被害想定の対象項目についても一部一致していない箇所がある。



38

井波地区 24 0 24 141 0 141 

井口地区 3 0 3 15 0 15 

福野地区 34 0 34 270 0 270 

福光地区 39 0 39 352 0 352 

計 144 0 144 937 0 937 

（５）道路被害

道路の被害については、跡津川断層地震では 57 箇所、法林寺断層地震では 44 箇所とな

っている。跡津川断層地震での山間地の道路被害が多く想定され、集落の孤立化が懸念さ

れる。

■道路の被害箇所数

地区名 
道路延長

（km） 

跡津川断層地震 法林寺断層地震 

被害箇所数
被害率 

（箇所/km）
被害箇所数

被害率（箇

所/km） 

城端地区 182.1 0 0.00 0 0.00 

平地区 123.1 17 0.14 0 0.00 

上平地区 54.7 0 0.00 0 0.00 

利賀地区 194.3 23 0.12 0 0.00 

井波地区 181.7 3 0.02 3 0.02 

井口地区 32.2 0 0.00 0 0.00 

福野地区 260.1 13 0.05 18 0.07 

福光地区 507.2 1 0.00 23 0.05 

計 1,535.3 57 0.04 44 0.03 

（６）上水道被害

上水道の被害については、法林寺断層地震において、福野地区で 32 箇所、福光地区で 72
箇所等となっている。福光地区は震源に近く、管路延長も長いため被害が大きい。

■上水道の被害箇所数

地区名 延長（km）

跡津川断層地震 法林寺断層地震 

被害箇所

数 

被害率 

(箇所/km)

被害箇所

数 

被害率 

(箇所/km)

城端地区 119.48 2 0.02 7 0.06 

平地区 35.54 4 0.11 1 0.03 

上平地区 19.30 7 0.36 0 0.00 

利賀地区 36.00 4 0.11 0 0.00 

井波地区 77.03 2 0.03 7 0.09 

井口地区 22.61 0 0.00 3 0.13 

福野地区 142.21 2 0.01 32 0.23 

福光地区 231.04 4 0.02 72 0.31 

計 683.21 25 0.04 122 0.18 

（７）下水道被害

下水道の被害については、法林寺断層地震において福野地区で６箇所、福光地区で 23 箇

所、となっている。こちらも、上水道と同じで福光地区が震源に近く、管路延長も長いた

め被害が大きい。
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■下水道の被害箇所数

地区名 延長（km）

跡津川断層地震 法林寺断層地震 

被害箇所

数 

被害率 

(箇所

/km) 

被害箇所

数 

被害率 

(箇所

/km) 

城端地区 15.76 0 0.00 0 0.00 

平地区 7.40 0 0.00 0 0.00 

上平地区 9.00 1 0.11 0 0.00 

利賀地区 25.30 2 0.08 0 0.00 

井波地区 22.46 0 0.00 0 0.00 

井口地区 13.33 0 0.00 0 0.00 

福野地区 62.41 1 0.02 6 0.10 

福光地区 177.25 2 0.01 23 0.13 

計 332.91 6 0.02 29 0.09 

・項目(その他事故災害

の想定)を追加 

第 5  その他事故災害の想定

１  鉄道事故災害

鉄道における事故のうち、特に多数の死傷者を生じるおそれのあるものとして、次のよう

な事象を想定される。

・列車の衝突、脱線、転覆等

・列車の火災又は爆発

・列車からの危険物等の流出

・列車と自動車の衝突（踏切事故）

２  道路事故災害

道路災害等のうち、多数の死傷者が発生する場合として、次のような事象が想定される。

とりわけ、道路トンネル内等の出入口が限定された閉鎖性の高い空間で発生する事故には、

救助、消火、避難誘導活動等に種々の制約、困難が伴うこと等を考慮する必要がある。

・道路構造物（トンネル、橋梁等）の瑕疵、自然現象等を原因とする被害

・自動車の火災又は爆発

・自動車からの危険物等の流出

・道路上での大きな交通事故

・道路上等での極端な雑踏による被害

３  危険物等事故災害

石油類、ＬＰガス、火薬類などの危険物等の漏洩・流出、火災、爆発による大規模な事故

が発生し、特に多数の死傷者を生じるおそれのある場合が想定される。

４  原子力事故災害

本市には、原子力事業所はなく、原子力事業所の事故による直接的な被害が本市に及ぶこ

とは想定されないが、北陸電力志賀原子力発電所の事故により放射性物質が飛来し、環境汚

染や人体への被ばく被害の可能性が想定される。
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・県計画を踏まえ、減災

のための重点施策を

掲載

・現行計画第 6節の「防災

ビジョン」、「災害対策の

目的」、「基本目標」に記

載の基本的な内容につ

いては、「第 1 節の地域

防災計画の目的及び性

格」及び「第 2節の防災

の基本方策」において記

述済であり、主旨が重複

する部分を削除 

・第 2 節 防災の基本方策」

で掲げた 3 つの視点

(「１．災害に強いまち

づくり」、「２．災害に強

い体制づくり」、３．災

害に強い人づくり」)か

ら、今後取り組むべき

「減災のための重点施

策」を整理 

(※重点施策の列挙に当た

っては、現行計画の「第

4 防災施策の大綱」を基

本に整理) 

第６節 防災対策の推進方向

第１ 防災ビジョン

○ 基本方針

防災ビジョンは、地域の防災憲章ともいうべきものであり、中長期的かつ総合的な視点

のもと、本市の防災に関する基本方針を定めるものである。

第２ 災害対策の目的

災害対策の目的は、その基本理念である「住民の生命及び財産の保護及び社会生活の維持」

を達成することにある。

第３ 基本目標

防災ビジョンの策定にあたっては、阪神・淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災など

の地震災害、平成 16 年７月の集中豪雨平成 20 年７月の局地的集中豪雨等、これまで発生し

た様々な災害から見た防災計画の課題等を整理し、本市の地域特性や県全体における広域的

な位置づけなどを踏まえたうえで、防災対策のあり方や基本的な考え方を明確化するために、

以下の３つを基本目標とする。

１ 災害に強いまちづくり

平野部における軟弱地盤の改良や、山地部における急傾斜地崩壊危険箇所での各種防災事

業を進めるとともに、安全な都市空間をつくる都市計画各種事業といった、ハード面での防

災対策を推進し、災害を発生させないまちを形成するとともに、災害時の情報伝達・避難路・

輸送路や避難場所の体系化など、ソフト面での災害に強いまちづくりを進める。

２ 災害に強い人づくり

災害から身体・生命・財産を守るために、災害対策の中心となる市の職員はもとより、市

民一人一人が災害に対応する能力を高めていくため、以下の点について留意する。

（１）災害時に、自分自身を守り、家族や隣人の安全を配慮すること。

（２）災害時に率先して防災活動に協力・従事すること。

（３）職員は防災担当従事者としての自覚をもち、状況に応じて適切な防災活動を行うこと。

こうした点を踏まえ、防災訓練や自主防災組織の育成及び消防団との連携、防災知識の啓

発により、職員及び市民の防災行動力、地域総合防災体制の向上を図るとともに、災害時に

おける市民の防災活動が円滑に行われるよう、市及び関係機関によるバックアップ体制を整

備する。

３ 災害に強いシステムづくり

風水害に対する警戒体制や災害発生時に素早く的確な対応を図る災害活動体制、水防力の

強化や生活必需物資の備蓄をはじめとする救援・救助・救護の支援体制、インターネットや

防災行政無線、Ｊ-ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、ケーブルテレビやインターネット、

第８節 減災重点施策

減災のためには、「第 2節 防災の基本方策」で掲げたように、計画的で周到な災害予

防対策をあらかじめ講じておくとともに、災害が発生した場合には、２次災害の発生等

による被害の拡大を防止するため、迅速で円滑な災害応急対策の実施が必要不可欠であ

る。防災の基本目標である３つの視点から、今後取り組むべき減災のための重点施策に

ついて以下に整理する。

１  災害に強いまちづくりの推進 

平野部における軟弱地盤の改良や、山地部における急傾斜地崩壊危険箇所での各種防災事

業を進めるとともに、安全な都市空間をつくる都市計画各種事業といった、ハード面での防

災対策を推進し、災害を発生させないまちを形成するとともに、災害時の情報伝達・避難路・

輸送路や避難場所の体系化など、ソフト面での災害に強いまちづくりを進める。

ア 建築物の耐震不燃化の促進

イ 道路・橋梁、公園、河川等の計画的・効率的な維持管理、修繕・更新

ウ 孤立化予防のための交通アクセス機能の強化

エ 砂防、治山、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止などの防災施設の整備及び適正な管理・

補修

オ 電気、ガス、上水道、下水道、通信施設等の耐震性の向上

カ 廃棄物処理施設、危険物施設等の耐震化、不燃・堅牢化

キ 地盤改良、液状化対策工法の推進

ク 火気器具・危険物取り扱いの管理指導の徹底

ケ 火災予防査察の強化

２  災害に強い体制づくりの推進 

風水害に対する警戒体制や災害発生時に素早く的確な対応を図る災害活動体制、水防力の

強化や生活必需物資の備蓄をはじめとする救援・救助・救護の支援体制、インターネットや

防災行政無線、Ｊ-ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、ケーブルテレビやインターネット、

ホワイトスペース活用型エリア放送、衛星携帯電話等の整備といった多様な情報収集・伝達

体制の整備などとともに、市民・職員のそれぞれが災害の応急対策、復旧に取り組む仕組み

を明確にし、相互の連携を明らかにすることにより災害時の迅速かつ適切な対応が可能な体

制を整える。

ア 防災拠点施設の整備

イ 被害情報の収集・伝達手段の多角化の推進

ウ 広報・広聴活動体制の強化（住民等への迅速かつ的確な情報の伝達）

エ 道路・橋梁、河川等の応急復旧活動

オ 緊急交通路及び緊急輸送車両等の確保

カ 医療救護体制の整備（後方医療体制、DMAT との連携等）

キ 常備消防の広域化・高度化



41

ホワイトスペース活用型エリア放送、衛星携帯電話等の整備といった多様な情報収集・伝達

体制の整備などとともに、市民・職員のそれぞれが災害の応急対策、復旧に取り組む仕組み

を明確にし、相互の連携を明らかにすることにより災害時の迅速かつ適切な対応が可能な体

制を整える。

第４ 防災施策の大綱

１ 災害に強いまちづくり

（１）災害を未然に防ぐ防災機能の向上

ア 土砂災害危険箇所の把握と整備

イ 排水能力の充実

ウ 下水道及び治水施設の整備

エ 情報伝達及び避難誘導体制の整備

オ 孤立化対策

（２）防災機能の向上

ア 防火地域、準防火地域等による建築物の不燃化の推進

イ 火気器具・危険物取り扱いの管理指導の徹底

ウ 火災予防査察の強化

エ 緊急輸送路、避難路となる主要道路の整備推進

オ 交通規制の実施体制と規制方法の明確化

カ 防災に係る公園緑地等の整備

キ 医療・医薬品、飲料水・食料、生活必需品等の備蓄

ク 災害時要援護者対策の充実

（３）地震災害対策の推進

ア 耐震性建築物の建設、擁壁・法面の崩壊防止

イ 電気、ガス、上水道、電話等の耐震性の向上

ウ 復旧手順の明確化

エ 二次災害の防止対策

（４）広域的な支援体制の確立

ア 他市町村との広域的な応援体制の確立

イ ボランティアの受入体制の確立

２ 災害に強い人づくり

（１）市民の防災意識の啓発

ア 災害への対応知識の徹底

イ 市民への広報活動の推進

ウ 市民全体参加の防災訓練等の実施

エ 防災教育や訓練による個人の防災活動力の向上

（２）災害に強い職員づくり

ク 避難所における施設・設備の整備及び運営体制の整備（女性や災害時要援護者への配

慮、女性の参画）

ケ 医療・医薬品、飲料水・食料、生活必需品等の適正備蓄と迅速な供給体制の整備

コ 広域的な支援体制の整備

（ア）近隣市町村、遠隔地域との災害時相互応援協定の締結

（イ）民間企業（流通・運輸事業者等）との応援協定の締結

（ウ）ボランティアの受入体制の整備

３  災害に強い人づくりの推進 

災害から身体・生命・財産を守るために、災害対策の中心となる市の職員はもとより、市

民一人一人が災害に対応する能力を高めていくため、以下の点について留意する。

① 災害時に、自分自身を守り、家族や隣人の安全を配慮すること。

② 災害時に率先して防災活動に協力・従事すること。

③ 職員は防災担当従事者としての自覚をもち、状況に応じて適切な防災活動を行うこと。

こうした点を踏まえ、防災訓練や自主防災組織の育成及び消防団との連携、防災知識の啓

発により、職員及び市民の防災行動力、地域総合防災体制の向上を図るとともに、災害時に

おける市民の防災活動が円滑に行われるよう、市及び関係機関によるバックアップ体制を整

備する。

ア 市民・企業の防災意識の高揚

（ア）災害への対応知識の普及

（イ）市民・企業参加の防災教育、防災訓練等の実施

イ 災害に強い職員づくり

（ア）市職員、防災関係機関職員の防災に関する意識啓発

（イ）防災教育や訓練による防災活動力の向上

ウ 自主防災組織の育成

（ア）消防団等の自主防災組織の育成

（イ）地域の自衛防災活動の推進

（ウ）防災リーダーの育成
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ア 市職員、防災関係機関職員の防災に関する意識啓発

イ 防災教育や訓練による防災活動力の向上

ウ 防災知識の向上

（３）自主防災組織の育成

ア 消防団等の自主防災組織の育成

イ 地域の自衛防災活動の推進

ウ 個人の防災活動力の組織化

エ 防災リーダーの育成

３ 災害に強いシステムづくり

（１）防災施設と防災用資機材の整備及びその活用体制の確立

（２）人命救助優先の警戒避難体制の強化

（３）通信機能の向上及び情報収集伝達体制の整備

インターネット、防災行政無線、Ｊ-ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、ケーブルテレ

ビ、ホワイトスペース活用型エリア放送、衛星携帯電話、アマチュア無線等の多様な情報

伝達手段の整備

（４）災害時の役割分担の明確化及びその確実な実行

（５）総合的な防災体制・防災戦略の確立

（６）避難所施設のバリアフリー化推進

１２３４５６７８９０ １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２

３４５

１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２

３４５


